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平成１８年第 1回 

美唄市議会定例会会議録 

平成１８年３月８日（水曜日） 

午前１０時００分 開議 

 ――――――――――――――――――  

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

――――――――――――――― 

◎出席議員（出席議員（出席議員（出席議員（２１２１２１２１名）名）名）名）    

  議 長  長 岡 正 勝 君 

  副議長  吉 田   栄 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  広 島 雄 偉 君 

   ３番  五十嵐   聡 君 

   ４番  白 木 優 志 君 

   ５番  小 関 勝 教 君 

   ７番  土 井 敏 興 君 

   ８番  谷 内 八重子 君 

   ９番  長谷川 吉 春 君 

  １０番  米 田 良 克 君 

  １１番  古 関 充 康 君 

  １２番  矢 部 正 義 君 

  １３番  谷 村 孝 一 君 

  １４番  川 本 政 芳 君 

  １５番  内馬場 克 康 君 

  １６番  本 郷 幸 治 君 

  １８番  紫 藤 政 則 君 

  １９番  荘 司 光 雄 君 

  ２０番  林   国 夫 君 

  ２１番  中 西 勇 夫 君 

――――――――――――――― 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 助     役  佐 藤 昭 雄 君 

 総 務 部 長  板 東 知 文 君 

 市 民 部 長  三 谷 純 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  安 田 昌 彰 君 

 経 済 部 長  酒 巻   進 君 

 建 設 部 長  藤 井 雄 一 君 

 水 道 部 長  加 藤   誠 君 

 市立美唄病院事務局長  吉 田   譲 君 

 消  防  長  佐 藤 賢 治 君 

 総務部総務課長  市 川 厚 記 君 

 総務部総務課総務係長  阿 部 良 雄 君 

――――――――――――――― 

 教育委員会委員長  阿 部   稔 君 

 教育委員会教育長  村 上 忠 雄 君 

 教育委員会教育部長  天 野 修 二 君 

――――――――――――――― 

 選挙管理委員会委員長  熊 野 宗 男 君 

 選挙管理委員会事務局長  大 道 良 裕 君 

――――――――――――――― 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

――――――――――――――― 

 監 査 委 員  川 村 英 昭 君 

――――――――――――――― 

◎事務局事務局事務局事務局職員職員職員職員出席者出席者出席者出席者    

 事 務 局 長  谷 津 敬 一 君 

 次     長  和 田 友 子 君 

 総 務 係 長  濱 砂 邦 昭 君 

――――――――――――――――――― 

午前１０時００分 開議 

●議長長岡正勝君 これより、本日の会議を

開きます。 

――――――――――――――― 

●議長長岡正勝君 日程の第１、会議録署名
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議員を指名いたします。 

１番 吉岡文子議員 

２番 広島雄偉議員 

を指名いたします。 

――――――――――――――― 

●議長長岡正勝君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

 発言通告により、順次、発言を許します。 

 12 番矢部正義議員。 

●12 番矢部正義議員（登壇） 平成 18 年第

１回定例市議会にあたり、私は、大綱２点に

ついて、市長及び教育長に質問いたします。 

 大綱の１点目は、日本の食育についてであ

ります。 

 食育基本法が制定され、食と農の距離が広

がり、生活習慣病が問題となる中、食の大切

さやバランスのよい食生活を推進する上での

食育が注目されております。 

 昨年、教育基本法が制定されてから、行政

も国も中心に農林水産省や厚生労働省、また

文部科学省などが、国を挙げて食育を推進す

る計画を立てております。 

 農林水産省は、農業体験などの生産現場か

らの食育について、厚生労働省は、生活習慣

病の予防や、食品安全の知識向上などを通じ

た食育を推進する方針であります。 

 文部科学省は、学校給食での地場農産物の

使用促進や、食育用教材の作成など、学校教

育を中心にした食育を進める計画であります。 

 06 年度の国の予算案は、食育関連予算案に

３億 1,100 万円、文部科学省は 12億 5,900 万

円、厚生労働省は６億 9,700 万円、農林水産

省は、日本食育推進事業として 39億 4,500 万

円、食の安全・安心確保交付金が 27 億 0,200

万円がそれぞれ、各省ごとに盛り込まれまし

た。 

 国はこのことを踏まえ、食育基本法を策定

して、豊かな心と健やかな体に健全な食生活

を育成することであります。 

 食育基本計画を下に、食生活の改善や日本

の食文化の普及で、地元産の食材を使った給

食の促進など、食育を日本の国民運動として

展開していくようであります。 

 美唄市も、市民の安全・安心と、豊かな心

と体の育成のために全力で取り組むべきでな

いかと思います。 

 市長及び教育長の考え方を、お伺いいたし

ます。 

 １つ目は、食の安全・安心の考え方につい

て、お伺いをいたします。 

 ２つは、地場産品の取り組みについてどう

なるのか、お伺いをいたします。 

 ３つは、生活習慣病に対する高齢者との対

応についてであります。 

 ４つは、学校教育での食育の考え方につい

て、お伺いします。 

 ５つは、学校給食と家庭との効率的な連携

について、お伺いをいたしたいと思います。 

 次に、まちづくり３法について、お伺をい

たします。 

 この法律は、中小の小売業者を保護する目

的で、大規模小売店舗法が 1990 年以降規制が

緩和され、1998 年から 2000 年にまちづくり

３法が施行されることで、原則自由になった

のであります。 

 まちづくり３法は、都市計画法と中心市街

地活性化法、中核法、また大規模小売店舗立

地法、大店立地法を改正し、政府はいまにな
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って見直し、行き過ぎた規制に歯どめをかけ

ようとしているものであります。 

 美唄市都市計画による中心市街地も大型店

の郊外進出で、駅前などが空洞化が進み、中

心市街地の再生が必要であります。 

 国は、いまになって気づいたのであると思

います。 

 この原因については、１つは、都市計画制

度の規制が緩く、市町村も十分に活用しなか

ったため郊外の乱開発を招いたと言われてお

ります。 

 ２つは、大型店が立地した市町村の周辺の

中心市街地の買い物客が大幅に減少している

などが原因と言われております。 

 中心市街地の衰退は全国的な現象になって

おりますが、駅前を中心にした商店街は空き

店舗が連なり、シャッター街と成り果ててい

るところも多く、美唄市のまちも同様でない

かと思います。 

 加速する高齢化等、人口減少社会を見据え、

コンパクトなまちづくりをめざすと、道も提

言をいたしております。 

 しかし、中心市街地の空洞化に歯どめをか

けることは、郊外への出店を抑制することが

必要ですが、消費のパイがふえない時代です

し、郊外への大型店進出で中心街の大型店が

淘汰されることもあり、郊外の大規模ショッ

ピングセンターが高い集客能力を持つ背景に

は、マイカーの普及や共稼ぎ家庭の増加、ま

た消費者の好みの多様化などがありますが、

流れは簡単に変わりそうもないと思います。 

 自治体にとっては、郊外の大型店ももたら

す税収や雇用の創出効果は大きな魅力であり

ますが、中心市街地の小売店を守ることも税

収の増加につながるのではないかと思います。 

 しかし、今後、マイカーに過度に依存した

まちづくりでは、いずれ行き過ぎると思いま

すし、高齢者は、そのうちに免許の更新がだ

んだん難しくなってきております。 

車を持たないお年寄りが多くなってきてお

ります。そのために、買い物を楽しめる近郊

の市街地の商店街が求められるはずでありま

す。 

 私は、提言いたしますが、１つは、中心市

街地の定住人口をふやすことであります。 

 ２つは、公共交通機関の整備を進めること

だと思います。 

 ３つは、公共施設を中心街に集積すること

でないかと思います。 

 このようなことなど、多角的で息の長い取

り組みを必要と思いますが、中心市街地が昔

日の輝きを取り戻せるかいなかは、もちろん

商店経営者の創意と情熱にかかっております。 

 行政や商工会議所が先頭に立って、商社に

振り向いてもらえるような戦略を占めす必要

がありますが、そこで、市長にお伺いをいた

します。 

 １つは、生協跡地の考え方はどうなってい

るのかということでございますが、これは、

昨日、同僚議員の質問で答弁がわかりました

ので、議長において、取りはからいをよろし

くお願いいたします。 

 ２つ目は、市営住宅の今後の建てかえのマ

スタープランについて、お伺いをいたします。 

 ３つは、ＴＭＯ構想の進捗状況と、空き店

舗の活用対策についてお伺いをいたし、この

場からの質問を終わります。 

●議長長岡正勝君 市長。 
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●市長桜井道夫君（登壇） 矢部議員のご質

問にお答えします。 

 初めに、食育基本法について、食育につい

てでありますが、食育基本法は、国民が生涯

にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性

をはぐくむことができるようにするために制

定されたものであります。 

 私としても、食べることの意味や安全な食

べ物の選び方、好ましい食習慣を知り、生涯

にわたって健やかに暮らす、知恵と能力など

を身につけるとともに、食べ物がどのように

つくられ、どのようにして食卓に届くかなど

を知り、生命の尊さやすばらしさを感じる「こ

ころ」を育てる取り組みが必要であると考え

ております。 

 このため、本市においては、庁内に食育を

推進する体制を整え、食育推進計画の策定に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、市内では、米をはじめさまざまな農

産物が生産されておりますが、ハーブを利用

したクリーンな米づくりや、ＪＡＳ法に基づ

いた有機栽培の大豆、更に「北のクリーン農

産物表示制度」に認証を受けたキュウリ、ト

マト、軟白長ネギなど、農業者によるこだわ

りの生産が行われているほか、雪冷熱を利用

した米の貯蔵施設が整備されるなど、クリー

ンでおいしい農産物づくりの取り組みが行わ

れておりますが、今後におきましても、こう

した安全・安心な農産物を提供する取り組み

を、更に推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、地場産品の取り組みについてであり

ますが、本市には、米粉や大豆、ハスカップ

などの加工品があるほか、焼き鳥やとりめし

も広く認知されているものと考えております。 

 今後は、農協や商工業者との連携を強化し、

地場農産物のブランド化や差別化を図り、競

争力を高めるほか、インターネットなどを利

用した農産物情報の発信に努め、地場農産物

の消費拡大を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、食を通した健康づくりについてであ

りますが、食は健康な体や心をつくるために

欠かせないものであると考えており、乳幼児

期におきましては、すくすく相談やのびのび

教室など、学童期には、親子の料理教室や学

童クッキングなど、青壮年期においては、健

康づくり教室やおやじ健康塾など、更に高齢

者の方々には、生活機能低下予防のための栄

養支援の充実に努めるなど、市民のライフス

テージに応じた、子どものときから「食べる

力」をはぐくみ、適切な食事の取り方や、生

活習慣予防に向けた健康的な食習慣を身につ

けていただくよう取り組んでおります。 

 また、美唄の豊かな食文化を、これからの

世代に伝承する取り組みの１つとして、食生

活改善推進員が長年の活動から得た知識をも

とに、心と体に優しいレシピ集を作成し、広

く市民に活用されております。 

 今後とも、これらの取り組みを通して、市

民のライフステージに応じた食を通した健康

づくりを、地域の方々とともに推進してまい

りたいと考えております。 

 次に、市営住宅の今後の建てかえについて

でありますが、本市の将来的な人口や世帯数

の推移、並びに既存公営住宅の状況や入居者

のニーズなどを踏まえ、今後における公営住

宅の建替や維持保全など、有効活用を図るこ



－81－ 

とを目的として「美唄市公営住宅ストック総

合活用計画」を策定しております。 

 この計画は、平成 17 年度からおおむね 10

カ年の計画としており、有為団地のほか建替

事業を盛り込んでいるところでございます。 

 次に、ＴＭＯ構想の進捗状況と空き店舗の

活用対策についてでありますが、ＴＭＯ構想

は中心市街地活性化基本計画を基に、昨年 11

月に策定され、今構想を効果的にかつ効率的

に推進するため今年１月に、商工会議所や農

協、各商店街や金融機関、専修短大など 14 の

機関、団体から構成する「美唄ＴＭＯ推進協

議会」が設立されました。 

 今後はこの協議会が中心となり、市と連携

を図りながら推進していくこととしておりま

す。 

 次に、空き店舗活用につきましては、これ

まで、プレＴＭＯとして国際交流店「松花江」

や情報提供館「ピパ」を開設し、賑わい創設

に取り組んできましたが、今後は、美唄ＴＭ

Ｏ推進協議会の中で、事業内容の見直しも含

め引き続き取り組んでいくこととしておりま

す。 

●議長長岡正勝君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 矢部議員のご

質問に、順次、お答えいたします。 

 初めに、学校教育での食育についてであり

ますが、近年、朝食をとらなかったり、乾麺

等簡易食がふえたりという食生活の乱れと、

それに起因する健康問題がさまざま指摘され

ております。 

 子どもたちが将来にわたって心身ともに健

康で生活していくためには、食に関する指導

を充実し、望ましい食習慣の形成を促すこと

は極めて重要であります。 

 平成 16 年に、道内小中学校１万人を対象に

実施した北海道ＰＴＡ連合会アンケート調査

では、小学生の 25 人に１人、中学生は 14 人

に１人が朝食をとらずに登校しているという

報告が出されております。 

 また、一方では、朝食をとることにより集

中力もアップし、学力も高くなるという調査

結果もあります。 

 このことから、望ましい食習慣を身につけ

させるために、現在、給食時間をはじめ家庭

科等の各教科、特別活動及び総合的な学習時

間により、食の指導を行っているところであ

ります。 

 また、児童生徒が食の関心を高めるために、

市の基幹産業である農業について学習するこ

とは大変重要であると考えておりますことか

ら、農政課と連携し、田植え・稲刈りなどの

農業体験を継続してまいりたい、このように

考えております。 

 次に、学校給食と家庭との連携についてで

ありますが、現在、学校では、保護者を通じ

て食物アレルギー等を有する児童生徒の実態

把握に努め、個別的な指導を行うとともに、

給食センターでは毎月月初めに、食材などが

記載されている「献立表」や「給食だより」

を配布して、家庭との連携を図っているとこ

ろでありますが、いずれにいたしましても、

子どもたちが生涯にわたって健康で生き生き

とした生活を送るためには、規則正しい食生

活が大切であります。 

 また、その基本は家庭であります。そうい

ったことから、今後におきましても、家庭と

の連携を深めながら、正しい食習慣が身につ
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くよう指導してまいりたい、このように考え

ているところでございます。 

●議長長岡正勝君 12 番矢部正義議員。 

●12 番矢部正義議員 自席から、質問させて

いただきます。 

 今回、食育について質問をいたしましたが、

食育ということは、人間にとって生きる命の

源であると思います。 

 市民一人ひとりが暮らしや命を守っていく

ことが大切でありますし、この食育について

は、本当に大切な問題ではないかなと思って

おります。 

 ある言葉があります。 

 これは、食育の気持ちが入っている言葉だ

と思いますが、「土・健やかなれば、農・健や

かなり。農・健やかなれば、人・健やかなり。

人・健やかなれば、田・健やかなり」。 

私は、この言葉に食育の重要性が含まれて

いるのではないかなと思っております。 

 やはり食育ですから、土を一生懸命耕すこ

とによって農家がよくなるんです、そして人

材もしっかりとしてくる。そうすることによ

って、市民の一人ひとりが命の源を守ってい

ける、そして環境がよくなることが人が生き

ていけることだと思います。 

 食育は、改めて考えていかなければならな

い問題ではないかなと思っております。 

 今回、先ほども申し上げましたが、政府は

食育の予算案を発表いたしました。 

 農林水産省、厚生労働省、文部科学省、合

わせて89億1,400万円が計上されたわけであ

ります。 

 農林水産省では、生産と流通、消費の各段

階で食育を推進するため、食育バランスの普

及活動を進めていく方針であると言われてお

ります。 

 バランスガイドの活用を目的としたシンポ

ジウムなどの開催を支援するとのことでもあ

ります。 

 また、郷土料理などを取り入れた地域の食

事や、バランスガイドの策定や普及を推進す

るようであります。 

 農林水産省では、バランスガイドを活用し

た食育を通して、米を中心にした日本型食生

活の普及や定着を進める考えで、従来、あり

ました牛乳や米などの品目ごとの消費拡大運

動とは異なりますが、バランスガイドを生か

した、米を柱にした総合的な消費拡大運動や、

地産地消を進めるような取り組みを行うよう

であります。 

 美唄市といたしましても、今後、市民の皆

さんに対して、食育について、地元産品を通

して消費拡大に努めながら、食堂やホテル、

また交流拠点であります「ゆ～りん館」など

を、関連食品販売業者の理解を求めながら消

費拡大の普及活動を考えるべきだと思います

が、市長の考え方をお伺いいたしたいと思い

ます。 

 次に、厚生労働省でも食育について発表し

ておりますが、「健康日本 21」や「21 世紀に

おける国民健康づくり運動」の中で、食育を

推進していくと言われております。 

 小中学生の肥満予防対策としても、シンポ

ジウムなどの親を含めた食生活の知識の向上

や、飲食店でのヘルシーメニューの表示提供

支援や、食生活の改善方法などの提案する食

生活改善推進員の活動支援を進めていくと言

われているわけであります。 



－83－ 

 私、ある新聞を切り抜いてみましたけれど

も、欧米で食べているファーストフード、こ

れ１日に３食、毎日食べたらどうなるのか。 

 みんなが食べていることですから大丈夫だ

ろうということで、健康な人にこの実験をし

たと。30 日間食べてもらうようにお願いをし

た。人体実験をしながら、医者や栄養士、弁

護士などを通して、見てもらいながらこの実

験を始めた。 

 ヘルシーで栄養価が高い食べ物だから大丈

夫だろうということで、正直とっても怖かっ

たけれども３食、毎日 21日間、３週間食べ続

けたと。 

 そうすると、段々と体の変調を来し、命が

危ないからやめなさいなどという忠告も多く

の人から受けたと。でも、誰もが食べている

ものだから大丈夫だろうと、あと 10 日間食べ

続けた。大変異常を来した。 

食べ終わった終了後、３日間は頭痛がひど

く、体中が痛く、震えと汗がとまらなかった。

麻酔患者のような症状になった。 

 このことを、体調を戻すために、野菜や旬

の食材をふんだんに使った食物を食べながら

毎日毎日取り組んだら、２カ月間かかってや

っと体調が戻った。 

 この間、肝機能やコレステロール、血圧な

ど、大変異常を来していたそうであります。 

 また、肥満になった関係もあって、もとの

体重に戻すために 14 カ月もかかったと、こう

書かれているわけであります。 

 また、米国では、肥満が大きな社会問題と

なっております。 

 個人の健康にとどまらず、生活習慣病の治

療費が、国の財政を圧迫する恐れもある。 

 毎日、ハンバーガーだけ食べたらどうなる

のか、ハンバーガーだけだと体重がふえるば

かりか、血圧や内蔵機能の異常も起こし、結

局はドクターストップとなる。 

 手軽さからつい頼りがちのファーストフー

ドの危うさを感じてほしいと、こんな新聞記

事が載っているわけでありますが、美唄市と

しても食育に関して、乳幼児から高齢者まで

一貫した取り組みが必要であると思うんです。 

 また、子育て支援センターの中でも、乳幼

児に対しては、各地域の保健センターや医療

センターと連携しながら、いつ、どのような

形状の離乳食を与えるのが望ましいのか、い

ま核家族でありますから、母親が新米なんで

す。新米母親に、離乳の支援ガイドを作成し、

不安のないような知識を普及させる必要があ

ると思います。 

 そこで、美唄にも、「美唄ヘルシーライフ

21」の取り組みがありますが、食に関する今

後の取り組みについてどうなっているのか、

お伺いをします。 

 もう１つは、いまほど申し上げました美唄

市子育て支援センターの食に対する、離乳食

についてどうなっているのか、お伺いをいた

します。 

 もう１つは、文部科学省の件なんですが、

これは教育長にお伺いをいたします。 

 政府は、栄養教諭を中心とした学校と家庭、

地域の連携をとり、食育を推進するとのこと

であります。 

 学校での食育を進めるには、家庭での効率

的な働き方などの調査、研究、保護者に対し

て、食育の重要性や注意事項を説明した参考

資料を作成することや、地域に根ざした学校
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給食の推進事業として、関係省庁や生産者と

連携し、地場産品の活用や米飯給食の推進方

法について検討するとしているところであり

ます。 

 これまで取り組んできた食生活改善運動と

は異なり、来年度から、各省庁が連携をとり

ながら国民運動として食育を推進することで、

健康で文化的な国民生活と、豊かで活力ある

社会の実現につなげることであるかと思いま

す。 

 特に、学校給食は、地場産品の利用が必要

でありますし、子どもたちが地域の自然や文

化などの理解を深め、生産者や食への感謝を

はぐくむ上での地場産の食材が重要でありま

す。 

 地産地消を進めていくことも有効であると

思います。 

 美唄市の給食センターは、地場産の野菜が

どのくらい利用があるのか、また栄養士と生

産者グループとの話し合いがあるのか、私は

知りたいと思います。 

 最近の報道によりますと、小中学生の中に、

朝食の欠食ゼロの児童生徒がいるようであり

ます。 

 朝食の欠食は、生活態度や学習への意欲に

影響いたしますし、単に家庭の問題ではなく、

教育現場にとっても大きな課題ではないかと

思います。 

 自治体にとっては、学校で朝の朝食を出す

取り組みを進めている地域もあるようであり

ますが、欠食ゼロには学校と保護者、地域が

連携して食に関心を持ち、朝食を見直すこと

が大切であると思います。 

 ある冊子がありますが、この中に書かれて

いるんですけれども、おやじ中心主義から子

ども中心主義にいま、現在なってきている。 

 日本の家庭の多くは、ちゃぶ台で同じ料理

を食べてきました。お父さんの前にはおかず

ももう一品並んでおりました。 

 また、子どもが「これ食べたくない」など

と言うものなら、お父さんやお母さんが「い

いから食べなさい」としかりつけたと言われ

ております。 

 しかし、時代の変遷とともに、お父さんは

自分でおかずをもう一品調達するようになり、

食卓の力学も、おやじ主義から子ども主義へ

と変化がしてきているようであります。 

 また、食卓を囲む一体感で、家族は力強く

生き抜いてきたようであります。そして、お

母さんの手料理を食べ喜びを味わい、家族の

心を１つにまとめてきたと言われております。 

 食卓は、家族の互いの存在を確認する場所

でもあったようであります。 

 安全な食生活を維持するためには、自分た

ちの食料はできるだけ自分たちの手で生産す

るのが大切だ、自国の農業を育てることの大

切さ、農業サイドから、更に積極的に伝えて

いくことが必要ではないでしょうか。 

 また、いま、子どもたちの中で「ばっかり

食べ」という言葉があるそうです。 

 私はよく理解できなかったんですが、この

冊子を見ますると、ご飯だけを食べ、ハンバ

ーグだけを食べ続ける、このような１種類ず

つ食べ終えていくことを「ばっかり食べ」と

言うそうであります。 

 口の中で味が一緒になってしまうのが嫌だ、

嫌いなものを先に食べ、好きなものを後に食

べるのだということです。子どもの話です。 
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 専門家は、こんな食べ方をしていると、日

本の食文化で大切な「口中調味」を失われる

と嘆いています。 

 口中調味とは、辛いもの、酸っぱいもの、

しょっぱいもの、甘いもの、そんなものが口

の中で、ご飯と一緒に味のバランスをとり、

よりおいしく食べ続けることだそうでありま

す。 

 この食べ方は、脳の発達に大きな影響があ

り、舌の味覚を育てることのできるものだと、

専門家は言われております。 

 子どもたちが最近、偏食になっております。

ファーストフードやでき合いの惣菜が食卓に

並ぶため、多様なおいしさを味わうべき舌が

育たず、子どもたちの偏食が深刻化をしてお

ります。 

 味を味わう舌を鍛えるには、小学校の高学

年の頃が最も適していると言われています。 

 それは、味を感じる味蕾細胞が最も活性化

し、その頃までに経験した味は、成長した後

もずっと記憶され、味覚の幅を広げていくそ

うであります。 

 反対に、経験していない味は、大人になっ

ても受け入れられず、味に鈍感になり、食の

楽しさを味わえない人間になってしまうそう

でもあります。 

 また、食に対して偏食をしますと、青少年

非行の方向にも走るようでもあります。 

 軽犯罪、粗暴犯で逮捕された中高生 276 人

と、一般の中高生 246 人を対象にした、食事

の内容を検討した青少年非行と食生活報告書

によりますと、週に３日以上朝食を抜く、魚

や野菜類の絶食は少なく、カップめんが多い、

家庭で鍋料理を囲んだことがない、間食はカ

ップめんとジュース、牛乳は飲んだことがな

い、野菜は食べない、そんな人たちが、暴力

的な犯罪になるほど個食や偏食の傾向が強い

ようであります。 

 こうした点から見ても、いかに食事が大切

なのかおわかりかと思います。 

 まだそのほかにもたくさんこの資料があり

ますが、こういったことを踏まえた中で今後、

美唄市の学校給食の歴史は長いんであります

から、あり方について、教育長にお伺いしま

すが、 

 まず、１つは、米飯給食の取り組みについ

て、お伺いをいたします。 

 ２つは、地元産野菜や食材の需給について、

お伺いをいたします。 

 ３つ目は、いまほど申し上げました欠食ゼ

ロの児童や生徒の現状がどうなっているのか、

お伺いをいたします。 

 それから、大綱の２点目の、市営住宅の件

でございますが、美唄市の財政が厳しい今日、

民間のアイディアを取り入れたプロポーザル

方式が各地で実現をしております。 

 土建業界は、公共事業が減少している中で、

元気のある建設会社が用地の取得から住宅の

設計、建設から完成まで担当してもらい、完

成後は、行政が企業から契約して借り上げ、

家賃の保証をして料金を支払う、このことで

市は、巨額の初期投資が不要になりますし、

建設会社は安心して建物が建てられるわけで

あります。 

 また、公営住宅法により、制限される設計

も解決されるような趣旨、民間の発想で店舗

の入居や基準に合わない斬新なデザインの高

層市営住宅として建設されることも行われる
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わけであります。 

 この方法で、中心市街地に建設することで

空洞化が解消され、市街地の人口密度も増加

することだと思います。 

 道も、この新聞によりますと、道営住宅の

建替に民間のアイディアや資金活用するプロ

ポーザル方式を実験的に導入し、用地取得か

ら住宅の設計・建設、完成後の修繕まで、民

間企業が担当してもらう方式で、道は企業に

借り上げ料金を支払えば巨額な初期投資がい

らなくなると、この方式を公営住宅への導入

に、札幌市も利用している。 

 また、企業が道住宅の所有者となるため、

公営住宅法でできない店舗の入居や基準に合

わないデザインも可能である、このように言

われておりますし、また、胆振支庁ですか、

老朽化した胆振支庁舎を移転し、室蘭市の建

設会社にそういうお願いをしているという新

聞記事も載っているわけであります。 

 そのことから、今後、美唄市も高齢化社会

が到来することや、間口除雪のことも考え、

対応することが必要であると考えております。 

 札幌市や室蘭市、または道も採用するよう

でありますから、美唄市もこの件について十

分考え、乗りおくれないような取り組みをし

なければならないと思いますが、プロポーザ

ル方式について、市長の考えをお伺いいたし

ます。 

 また、空き店舗の件について質問をさせて

いただきます。 

 美唄市も都市計画が進み、駅前開発も今年

度でアンダーパスが完成し、終了する予定で

あります。 

 美唄 21 世紀まちづくりプラン後期計画も、

今年度より 22 年度までの５カ年で、内容を見

ますと、中心市街地の活気ある商店街をめざ

すと言われております。 

 しかし、いまは活気どころか、シャッター

街となり、空き店舗も目立ち、昔の活気を取

り戻すことの難しさが伺われます。 

 まちづくりプラン後期計画の中身を見ます

ると、計画はすばらしいんですけれども、こ

の計画通りにいくのかどうか、絵に描いたボ

タもちにならない対策が必要であるかと思い

ます。 

 道の調査では、道内の市町村の中心市街地

の空洞化は７割を超えている結果が出ており

ます。 

 大都市では、大規模集客施設の郊外立地、

また核となる施設の撤退や移転が原因だと言

われております。 

 人口３万人未満の小都市は、人口が 74％減

っているからだと、人口減がある、また高齢

化が64％上を占めていると、アンケートに出

ているそうであります。 

 このため、中心市街地からにぎわいが消え

る、空洞化に歯どめをかける、郊外への大型

商業施設の出店を規制するまちづくり３法の

改正案の成立をめざしていると言われており

ます。 

 そのために、北海道知事は、核となる地域

に医療施設、例えば病院ですね、そういった

ものを、また福祉施設のサービス機能を持つ

取り組みを十分に考えたまちづくりのため、

中心部に集積するコンパクトなまちづくりを

目標に挙げているわけであります。 

 資料を見ますると、新たな中心市街地活性

化法は、現行の中心市街地における市街地の
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整備改善、及び商業などの活性化の一体的推

進に関する法律であったわけでありますが、

名称を中心市街地の活性化に関する法律と変

更しながら、この改正案を取り組んでいると

ころであります。 

 空洞化が著しい中心市街地対策として、中

心市街地に公共公益施設などの公共機能や、

住機能といったさまざまな都市機能を集約し

ていくことでありますし、中心市街地のにぎ

わいを回復すると同時に、コミュニティを再

生し、生活空間として魅力あるものにするこ

とが目的としております。 

 今後、人口減少、超高齢化・社会化が進む

中で、持続可能な都市づくりが必要であると

思いますし、道知事もコンパクトシティを採

用するようでもあります。 

 小さなまちづくり、コンパクトシティの考

え方について、市長にお伺いをし、この場か

らの質問を終わります。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君 矢部議員の質問にお答え

します。 

 初めに、地場産品の利用拡大についてであ

りますが、市内での利用の拡大を促進するた

めには消費者に信頼される安全・安心な農産

物の生産に農業者などが主体的に取り組み、

その情報を積極的に提供するなど、顔の見え

る信頼関係を築いていくとともに、地元消費

者においては、地場産品の愛用に配慮する地

産地消の推進に取り組むことが大切であると

考えております。 

 このため、美唄市農業振興協議会において

は、飲食店やホテルなどにおける地産地消の

取り組みを促進するために、米の利用状況や、

美唄産米などに対するアンケート調査をもと

に、飲食店等への地場産品の普及や利用拡大

に取り組むこととしております。 

 また、昨年、はじめてコスモス通を利用し

た「食のフリーマーケット」を開催したとこ

ろですが、今後におきましても、農業団体や

商工団体などと連携し、生産者と消費者など

が情報交換するさまざまな機会を通じて、地

場産品のＰＲや利用の拡大、更には意識の高

揚に努め、地域経済の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

 次に、「美唄ヘルシーライフ 21」について

でありますが、食を取り巻く環境の変化によ

る、食生活の乱れや生活習慣病の予防から、

家族がそろって食を楽しみ、食の大切さを知

ることや、地元の安心・安全な食材や食品に

よる地域独自の豊かな味を伝承することなど

を通して、地域の交流を深めるなど、市民や

地域が食を通して健康づくりに取り組む体制

や、環境整備をすることが大切であると考え

ております。 

 これまで進めてきました市民一人ひとりが

「健康は自らつくるもの」という視点を基本

に、こうした市民の取り組みが効果的に進め

られるよう、食生活改善推進員や保険推進員

等、健康づくりリーダーや関係団体との協働

による健康づくりを、一層推進してまいりた

いと考えております。 

 次に、子育て支援センターでの食への取り

組みでありますが、市内でとれた安全な食材

を使った「手作りおやつ講習会」を実施して

いるほか、乳幼児期の離乳食や食事の量など、

さまざまな食への相談に対して、子育て指導

員が保健センターと連携を取りながら対応し
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ております。 

 また、平成 16 年度からは、「はみんぐ」前

庭を利用し、親子やボランティアの皆様らと

ともにミニ菜園づくりをはじめ、トマトやジ

ャガイモなど食材の生育を観察し収穫を行っ

てきております。この体験を生かして、親子

で自家菜園を始めた方もいたと聞いておりま

す。 

 今後につきましても、相談業務や体験菜園

などの取り組みを通して、食の大切さを伝え

てまいりたいと考えております。 

 次に、市街地における公営住宅の建設につ

いてでありますが、まち中における住宅の供

給は、空洞化が進む市街地中心部の賑わいの

創出とあわせて、少子高齢化に対応した良好

な居住環境がつくり出されるものと考えてお

ります。 

 公営住宅の整備につきましては、中心市街

地活性化基本計画との連携を図り、民間活力

による借上げ公営住宅の建設などについても、

検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、コンパクトシティについてでありま

すが、道では、新年度において、地域で暮ら

す人々の利便性や、将来の行政コストなどに

も配慮しながら、人口減少時代の新しい地域

づくりに向けた検討を進め、高齢者や子育て

世代などが住みやすく、活気と潤いのあるコ

ンパクトなまちづくりをめざすこととしてお

ります。 

 少子高齢化が進む本市におきましても、ま

ちの中心部にさまざまな機能を集めることに

よって相乗的な経済交流活動が活発になり、

中心市街地の活性化にも期待できるものと考

えており、将来にわたり持続可能な地域社会

を築き上げていくためには重要な視点である

と考えております。 

●議長長岡正勝君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 矢部議員のご質問にお

答えいたします。 

 初めに、米飯給食についてでありますが、

現在、米飯給食につきましては、地元産の「ほ

しの夢」100％使用の米飯給食が、週 3.5 回、

パン給食が 1.5 回、提供しております。 

 米飯給食で食べ残しを減らすために、混ぜ

ご飯等子どもたちの好むメニューづくりなど

工夫に努めているところでございます。 

 また、米の消費拡大ということでは、現在

試行しております地元産米粉によるパン、う

どん等を献立に取り入れてまいりたい、この

ように考えているところでございます。 

 次に、地元野菜の使用についてであります

が、端境期以外は地元の無・低農薬野菜を中

心に使用に努めているところでございまして、

その量は、全体使用料の約 20％程度となって

おります。これらの食材の調達につきまして

は今後も、地元産品の使用に努めてまいりた

いとこのように考えております。 

 次に、欠食児童の状況でありますが、本市

におきましては調査しておりませんが、先ほ

ど申し上げました道ＰＴＡ連合会の調査では、

北海道の児童生徒の朝欠食児童や個食の割合

が、全国と比較しても高い数値となっている

ことが指摘されております。 

 ただいまご質問にありましたように、食べ

ること以外に味覚を育てることやら、友達同

士あるいは家庭の中でのコミュニケーション

を図るという大きな効果を持っておりますこ

とから、学校における食に関する指導の充実
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を図ることはもとより、家庭で食について考

える機会を提供するなど、家庭・学校・地域

が連携した取り組みが推進されるように、今

後とも努めてまいりたいと考えています。 

●議長長岡正勝君 次に移ります。 

 ４番白木優志議員。 

●４番白木優志議員（登壇） 平成 18 年度第

１回美唄市議会定例会にあたり、私は、大綱

３点を、市長に質問いたします。 

 大綱の１点目は、宮島沼についてでありま

す。 

 最盛期においては、わずか 30 ヘクタールの

沼地、湿地に６万 5,000 羽以上のマガンをは

じめ、多くの野鳥、水鳥たちの楽園として、

世界的に見ても例のない湿地として認められ、

平成 14 年 11 月にラムサール条約湿地登録さ

れました。 

 これに至るまでには、道、市と地元で、問

題解決に向け協議してきました。 

 そういった経緯を経て、いよいよ本年、施

設が完成と聞き、それにあわせて来訪者の大

幅な増が見込まれます。 

 また、本市の観光交流拠点施設の１つとし

て、湿地保全を含めこの貴重な財産を次世代

に引き継いでもらうために、以下３点を、市

長に質問させていただきます。 

 １つ目は、平成 18 年度市政執行方針で市長

は、環境省による宮島沼湿地センターが平成

18年度中に完成予定と演説されましたが、本

市として、備品、展示品を含めどういったこ

とを環境省に要望され、施設にどう反映され

たのか、具体的にお答え願います。 

 完成に向け、現在の工事の進捗状況と、い

つごろ完成されるのか、お伺いいたします。 

 今後、この施設が観光、学習、交流拠点の、

観光の拠点施設の１つとしてどのように有効

活用を考えておられるのか、その対策、計画

をお伺いします。 

 ２つ目は、施設周辺の環境整備についてで

あります。 

 施設へ通じる道路は、幅員わずか４メート

ルと、歩道もなく、利用される来訪者や地元

の営農者に大変不便をかけている現状を踏ま

え、その改良を市に要望されていると聞きま

した。 

 本年度予算において、施設の周辺整備を計

画されているようですが、それについてお伺

いいたします。 

 また、今後の整備計画もお伺いします。 

 宮島沼が健全な湿地として次世代に引き継

いでもらうため、このうち環境省に、施設も

含めどういったことを要望しているのか、お

伺いいたします。 

 ３つ目は、施設周辺での特産品の販売につ

いてであります。 

 これについては、宮島沼保全活用計画に基

づき、当時、地元で道、市から説明会が開催

され、その中で、来訪者を対象とした地元と

の経済交流の場を提供し、少しでも営農の安

定化に努めたいとの説明がありました。 

 それを踏まえて現在、地元の女性グループ

や農家、市街地の業者の方たちが、食べ物や

農産物等の直売などそれなりに経済効果をお

さめていると聞きましたが、今度完成される

敷地内において販売行為はできないと聞いて

いるが、市としてどのような対応策をとられ

るのか、お伺いします。 

 また、来訪者に、美唄市の施設等の情報を
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盛り込んだ総合案内板を設置する考えがない

か、お伺いします。 

 大綱２点目は、市民バスについてでありま

す。 

 市民の足としてその役割が大変大きく、行

政サービスの大きな柱の１つであり、以下２

点を、市長に質問します。 

 １つ目は、市民バスの運行等についてであ

ります。 

 特に、私は、西線についてお伺いします。 

 スクールバスとの混乗により、そのほとん

どの路線において、美唄駅に到着する時間帯

が午前８時 30分前後に集中しているため、市

内各高校の始業時に間に合わない運行スケジ

ュールになっており、改善される予定はない

のか。 

 また、高校生たちが安心してクラブ活動等

を終了して、帰宅の時間帯に間に合うような

見直しも含めてお伺いいたします。 

 今年度完成予定の宮島沼の施設への乗り入

れも検討してはいかがか、お伺いいたします。 

 私は、詳しい調査はしていませんが、多く

の人たちが通学等にＪＲ峰延駅を利用されて

います。その多くの利用者は、道道峰樺線を

利用されている現在、今後、そういった人た

ちの利便性を図るために、調査、検討してみ

てはいかがか、お伺いいたします。 

 次に、市民バスの時刻表、及び路線が非常

にわかりづらく、今後、工夫できないのかお

伺いします。 

 ２つ目は、運行車両についてであります。 

 バスの老朽化に伴い、部品等の調達も困難

を極めている現状を聞きました。 

 本年度予算において、市民バスの代替も計

画されているようですが、どういったバスな

のかお伺いいたします。 

 次に、平成 17 年 12 月現在、東線では 6.5

人、西線においては 1.7 人の、1 年当たりの

乗車数と聞き、その利用率の低さに驚きまし

た。 

 経費の面からも、運行車両も、それに見合

った車両に代替し、また、将来、民間委託も

含めた市民バス事業をどのように考えておら

れるのか、お伺いします。 

 大綱の３点目は、旧生協跡地についてであ

ります。 

 この質問に関しては、同僚議員に対する答

弁でおおむね理解できましたが、関連するの

で、以下２つ、お伺いします。 

 １つ目は、購入する方向で考えているとの

ことですが、市税の減少や国税の減額などに

より、財政状況は今後、厳しさを増すと予想

されます。 

 購入する場合の購入方法はどのように考え

ているのか、お伺いします。 

 また、当面の活用方法についても、今後、

協議していくとのことですが、契約はいつご

ろを予定しているのか、お伺いします。 

 ２つ目は、具体的な計画はできるだけ早い

時期にまとめるとあるが、計画が決定するま

でのスケジュールについて、お伺いします。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 白木議員の質問

にお答えします。 

 初めに、宮島沼水鳥・湿地センターについ

てでありますが、施設整備につきましては、

平成 19 年４月のオープンに向け、平成 17 年

度より工事に着手しており、現在は基礎工事
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も終え、棟上げ作業を進めている段階であり

ます。 

 施設の概要につきましては、木造・平屋建、

床面積 328.45 平米、調査研究室、展示情報室、

事務室等となっており、平成 18 年度の施設整

備は５月以降に入札を行い工事が行われます

が、秋のマガンなどの飛来時期に約１カ月工

事を中断し 11 月ごろまでには施設がほぼ完

成する予定となっております。 

 完成後は、備品、展示品の搬入・設置を行

うほか、環境省と連携を図りながら広報紙、

美唄市ホームページ等を通してＰＲを行うな

ど、準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、調査研究室には、地元の方々に農産

物加工施設などに利用していただけるよう厨

房機器を設置することとなっております。 

 また、この施設の利活用につきましては、

地域住民と来訪者が触れ合う交流の場として、

また、環境学習等にも幅広く活用できるよう、

宮島沼水鳥・湿地センター運営協議会準備会

などとも協議しながら検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、周辺環境整備についてでありますが、

平成 18 年度におきましては、施設前の道路拡

幅工事と、駐車場の遮光壁の設置を予定して

いるほか、道路拡幅工事については延長距離

120メートル、既存道路幅4メートルに対し、

5.5 メートルの拡幅改良工事を行う予定とし

ております。 

 今後の宮島沼周辺環境整備につきましては、

地域住民の要望を踏まえながら、国などの関

係機関に要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、特産品の販売についてでありますが、

宮島沼のラムサール条約の登録や、観察セン

ターの建設に対しては、これまで、地元の皆

さんの理解や協力の下に進めてまいりました。 

 宮島沼保全活用計画では、観察センターな

どの拠点施設を整備するにあたっては、市民

活動や研究の拠点となり、来訪する観光客に

対し情報提供ができる機能を有するとともに、

地元の農業者が農産物の販売などを通して接

触でき、情報の交換が可能になるような場所

を確保する計画をしているところであり、今

後も、国に対しまして要望してまいります。 

 また、総合案内板等の設置につきましては、

今後、設置場所や内容について検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、市民バス運行等についてであります

が、初めに、西線スクールバス混乗便の始業

時の運行ダイヤにつきましては、美唄高校へ

の通学者や関係機関とのこれまでの話し合い

を踏まえ、新年度から実施してまいりたいと

考えております。 

 なお、帰りの時間につきましては、利用動

向等十分把握しながら協議してまいりたいと

考えております。 

 次に、峰樺線の運行についてでありますが、

今後、利用状況や動向等、調査してまいりた

いと考えております。 

 宮島沼への市民バスの乗り入れについてで

ありますが、施設整備等により来訪者も増加

するものと考えておりますので、秋の飛来時

期に交通手段を持っていない方の対応等につ

いて、検討してまいりたいと考えております。 

 西線の時刻表についてでありますが、スク

ールバスにより混乗運行を行っていることか
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ら、学校行事によっては時刻表の変更が生じ

るため、変更時刻表をバス車内、駅前待合所

に掲載するとともに、各地域のバス運行協力

員へ連絡するなど周知を図っているところで

ありますが、表示方法について、今後、その

あり方を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、運行車両についてでありますが、初

めに、バス購入につきましては、利用実態か

ら中型バスの導入を検討しております。 

 次に、今後のバス事業の運営のあり方につ

きましては、現行の運営方法だけではなく、

民間事業者の自主的運行などについても検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、旧生協跡地についてでありますが、

購入の方法につきましては、土地開発公社に

対して先行取得を依頼することとしておりま

す。 

 なお、現在、価格面において協議をしてお

りますので、協議が整い次第、契約を予定し

ております。 

 次に、跡地利用につきましては、「美唄ＴＭ

Ｏ推進協議会」などと十分協議しながら、中

心市街地活性化基本計画やＴＭＯ構想を踏ま

え、できるだけ早い時期に活性化に向けた活

用方策を取りまとめたいと考えております。 

●議長長岡正勝君 ４番白木優志議員。 

●４番白木優志議員 自席から、２点質問さ

せていただきます。 

 宮島沼水鳥・湿地センターがことし 11 月、

ほぼ完成し、平成 19 年４月にオープン予定と

のことですが、その間の管理体制はどう考え

ておられるのか、お伺いします。 

 次に、宮島沼へ通じる市道 20 線ですが、こ

とし 120 メートルの改良工事を計画されてい

るとの答弁でしたが、将来、施設の完成にあ

わせて多くの来訪者が見込まれます。 

 また、観光バス等の乗り入れも相当数見込

まれ、現道においての対応では支障を来す恐

れがあり、私は、きちっとした整備計画を持

たれて今後につなげてはいかがか、お伺いい

たします。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君 白木議員の質問にお答え

します。 

 オープンまでの管理体制についてでありま

すが、12月以降につきましては、備品の搬入

や展示品の設置などオープンに向けた準備を

行うこととなりますが、準備期間中も含め市

が施設の管理を行うこととなっております。 

 次に、宮島の周辺の道路整備についてであ

りますが、施設のオープンに伴いまして、道

路の混雑も予想されますので、円滑な通行を

確保するために、待避所の設置を含め、今後

その対応について検討してまいりたいと考え

ております。 

●議長長岡正勝君 次に移ります。 

 18 番紫藤政則議員。 

●18 番紫藤政則議員（登壇） 2006 年第１回

定例会にあたり、私は、身近な生活環境の確

保、ごみ処理行政、まちづくり憲法と予算編

成等の以上、大綱３点について、市長に質問

いたします。 

 大綱１点目は、市民生活に欠くことのでき

ない除排雪と、日々の買い物等身近な生活環

境の確保についてお尋ねします。 

 最初は、冬期間における除排雪についてで

あります。 
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 2001 年から 2010 年までの10カ年の第５期

美唄総合計画策定にあたり、1999 年７月に実

施した市民意識調査は、全戸を対象にしたも

ので、回収率 41％、5,441 人の市民意識を把

握した、画期的な取り組みでした。 

 その中の市政に対する満足度の分野では、

不満の割合が61.2％に上る施策は冬期間の除

排雪で、不満のウエートが群を抜いていまし

た。 

 最も高いテーマであるとの結果が出ていま

す。 

 言いかえれば、市として最も取り組みの充

実を図らなければならない施策であると言え

ます。 

 そこで伺いますが、１つは降雪量、最大積

雪量と、除排雪に要する経費の総額に関する

ここ５カ年間の推移について。 

 ２つは、出動基準等の体制と、市民要望や

苦情の対処方法について。 

 ３つは、路面凍結や降雪を要因とする転倒

や、交通事故の状況把握について。 

 ４つは、市民個人や地域と民間事業所との

契約による実施状況について。 

民間事業所と個人が、玄関前等の除雪、敷

地一部道路、これらとの個人間の契約で除排

雪をやっている例が最近見受けられますが、

この辺の実施状況を把握しておられるかどう

かですね。 

 ５つは、除排雪の改善に向け、今日まで主

な検討経過、具体的にいろんな検討をなさっ

てきたと思いますが、その検討経過と効果測

定、どのように抑えておいでになるか、それ

ぞれお答えいただきたいと思います。 

 次は、飲食料品等、小売業の動向と日々の

買い物についてであります。 

 このことにつきましては、ＪＡびばい共練

店、私の住んでいる家のすぐ近くにある店で

ありますが、共練店の閉店問題に接しまして、

行政として、毎日の買い物環境を確保する責

任はないんだろうかと。 

 高齢者等、生活弱者にしわ寄せされる現状

を放置することしかできないんだろうかと。

悩みながら、以下お尋ねいたしたいと思いま

す。 

 １つは、市内の飲食料品等小売業について、

地域別店舗数の現状と、ここ数年間の出店閉

店状況。 

 あわせて、そのことにより、市民の日々の

暮らしにどんな影響が出ているのか。 

 数年と申し上げましたのは、これらの動き

が顕著になったその時点を起点として捉えて、

以下、その後の推移について、お示しいただ

きたいと思います。 

 ２つは、市民の買い物動向の把握でありま

す。 

 市民の皆さんは買い物に、日々の買い物は

どのような方法で、そしてどういった店に多

く買い物に行くのか、買い物の回数はどうな

のか、これらの買い物傾向。 

 当然、いわば市外への消費の流失等、これ

らについての状況についても、把握をされて

おりましたらお答えをいただきたいと思いま

す。 

 ３つは、地域に根ざした小店が、大規模店

の進出により淘汰されていく状況について、

手をこまねるしかないのか。市民の暮らしを

守る視点から、行政の果たす役割は何なのか、

それぞれお答えをいただきたいと思います。 
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 大綱２点目は、ごみ処理行政についてであ

ります。 

 ここでは、ごみ処理の現状と課題を整理し、

整理できるかどうかわかりませんが、そうし

たいと思います。 

そして、市民の協働により、家庭ごみの有

料化を明確に打ち出すタイミングであり、市

長として、明確なメッセージを市民に発する

べしとの思いで、以下お尋ねいたします。 

 最初は、ごみ処理計画の実行管理について。 

 2003 年、平成 15 年３月に策定した美唄市

ごみ処理基本計画。 

 私が目にしておりますのは概要版でござい

ますが、このごみ処理基本計画は、2002 年度

を起点に、20 年後の 2021 年を目標年次とし

て、５年ごとに中間目標を設定して排出量

25％の削減をめざし、ごみの減量施策を数々

挙げています。 

 その計画内容を一部ご紹介しますが、基本

方針では、ごみ処理に関する目標として、排

出されたごみをただ捨てるのではなく、排出

前の抑制方法の確立を図り、埋め立て物の低

減を図る。 

 １つ、容器包装廃棄物の更なる分別収集体

制の確立を図る。１つ、ごみ処理の適正処理

を行うため、広域処理の動向を踏まえた処理

システムの構築を図る。１つ、新最終処分場

の早期整備をめざす。と、４点に整理してい

ます。 

 次に、達成目標の項では、資源循環型をめ

ざし、減量化目標を定めると前置きし、排出

抑制による減量目標として、①自治会、子ど

も会等の集団回収の充実を図る。②生ごみ堆

肥化容器などの普及利用により、排出抑制を

図る。③有料化等の実施により、ごみとして

出される量の抑制を図る。④啓発・啓蒙によ

り、買い物袋等の利用を図るとともに、事業

者に対し協力体制を確立し、過剰包装の抑制

を図るものとする。と、４項目の施策を講じ

ることにより、排出量 25％の削減をめざすも

のとすると、数値目標を明らかにしています。 

 次に、再生利用による減量目標としては、

容器包装廃棄物や古紙等の資源物の分別収集

の徹底により、総排出量の 27％の減量をめざ

すものとすると、これも再生利用による数値

目標を明らかにしています。 

 更に、埋め立て前の中間処理となる生ごみ

の資源化処理、これ 100％達成しますと。 

 それから、最終処分場の前処理となる不燃

粗大ごみの破砕率のアップにより、埋め立て

ごみ減量化の目標を掲げています。 

 そこで伺いますが、以上申し上げたごみ処

理計画に基づいて、１つは、目標達成状況に

ついて、ごみ発生量、処理量、資源化率につ

いて、それぞれお答えください。 

 ２つは、現在、中間処理となるリサイクル

内容と、継続協議となっている南空知の広域

化協議の現状と課題についてお示しください。 

 次は、ごみ処理事業の経費等、財源等につ

いてであります。 

 具体的にお聞きします。 

 １つ、収集運搬、中間処理、最終処分場等

の経常経費の現状について。 

 ２つ、新たな最終処分場完成後、公債費の

償還額を含めた維持管理費について、地方交

付税の基準財政需要額の算入見込みもあわせ

てお答えください。 

 ３つ、2002 年 11 月末で廃止された南美唄
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焼却場の解体経費と、解体予定時期について。 

 ４つ、ごみ処理手数料の収入実績と新たな

有料化計画について、廃棄物減量等推進審議

会の審議状況と答申時期を含めて、以上４点

について、それぞれお答えください。 

 次は、ごみ改革に向けた新たな目標設定に

ついてであります。 

 「ごみ改革」というのは、これは、首長忘

れましたが、ある自治体の首長が、ごみの現

状を憂えて、そしてごみの減量化を実行しよ

うということでわかりやすく表現した言葉で

あります。その言葉をいただきました。 

 ごみ改革に向けた新たな目標設定について、

伺います。 

 現在、検討を重ねている新しい有料化、こ

れは家庭系のごみの新たな有料化、そして事

業系ごみ、すでに手数料をとっている、この

見直しを含めるものだと承知をしております

が、これらの有料化議論を契機に、先進都市

として注目されている日野市の例に倣い、資

源ごみを倍増し、処理・処分ごみ半減をする

との目標設定をし、ごみ全体の処理量削減の

諸施策を講じることが必要と考えますが、市

長のお考えを、お聞かせをいただきたいと思

います。 

 大綱３点目は、まちづくりの憲法と予算編

成等について、つまり、美唄市の行財政運営

の基本となる取り組みについてお尋ねいたし

ます。 

 最初は、自治基本条例の制定であります。 

 自治基本条例とは何か、それは、市政の基

本理念、及びそれに基づいて創設される機関

的な制度と、運営の基本原則を明らかにする

もので、条例が定める制度を定着させること

で市民自治と民主主義が息づく市政が実現で

きること。 

 そして、全ての市民、市長、私ども市の議

員、市の職員に共有され、遵守される最高条

例、すなわちわがまちの憲法として制定する

ものであること。 

 つまり、自治基本条例とは、自治体運営の

理念と、その理念を具体化する制度と、その

制度を動かす原則をきちっと盛り込み、その

条例をその自治体の最高条例にする。 

 最高条例にするということは、これに違反

して他の条例や規則を制定してはならないし、

あるいは市長、議員、職員は、これに反した

活動をしてはならないということです。 

 自治基本条例に最高性を持たせるためには、

そのように条文で規定するほか、自治基本条

例を住民投票によって確定する必要がありま

す。 

 ただいま申し上げました自治基本条例とは

何かとの考えは、私のオリジナルな言葉じゃ

なくて、2004 年７月 24 日に、札幌で開催さ

れた地方自治土曜講座で、神原勝北大教授が、

「自治基本条例の理論と方法」のタイトルで

お話された講義録の中からご紹介いたしまし

た。 

 私は、なぜ長々とご紹介したかと言います

と、井坂さんの時代からこの議論をさせてい

ただいていまして、すでに５年ぐらい経過を

しております。 

 率直に言って、自治基本条例という言葉は

使わせていただいていましたが、果たしてど

んな、そのことによって、具体的なイメージ

というのはなかなか持ち得ませんでした。 

 それは、美唄市が進めてきた、進めている
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行財政運営のルールとの乖離が余りにもあり

すぎる、こういう状況だったからであります。 

 そう悶々としておりましたけれども、いま

申し上げました自治基本条例の定義に触れま

して、これだと、いわば目からうろこが落ち

たそういう感じで受けとめたのでご紹介をし

たわけであります。 

 そこで、お伺いいたしますが、自治基本条

例についての質問で、私の市長のご答弁をい

ただきたいと意図するところは、いずれ条例

提案をなさる市長として、どういう条例をつ

くりたいか、どういう条例であってほしいか、

議論を巻き起こすためにも自らの考え方を示

すべきではないですかと、ぜひ示していただ

きたいとそういう思いで、以下お尋ねをいた

します。 

 その１つは、すでに検討をスタートしてい

る庁内有志グループでの議論の経過、大変ご

苦労されているようであります。敬意を表し

たい活動だと思っています。 

 その方々の議論経過と、今後の条例制定ま

でに取り組む内容について、タイムスケジュ

ールも含めて教えてください。 

 ２つは、現時点で考えている条例のねらい、

目的と所要なポイント、あわせて、私は、す

でに本会議でご提起を申し上げておりますが、

自治基本条例というのは、議会条項の制定な

くして自治基本条例ではなしと、いわば行政

基本条例、議会条例の条項が加わらなければ

行政基本条例の範疇にとどまってしまう、是

非議長にお話をして、そして、名実ともに自

治基本条例にしていくために、十分議会と協

議をして、そしてそれらも組み入れて自治基

本条例として制定準備に入るべきではないか

と、こういうご提言をさせていただいた。 

 これらのご提言を受けまして、市長として、

この議会条項の取り扱いについて、どのよう

にお考えになっているかお答えください。 

 ３つは、全国で約 30 の自治体が、市町村が

条例をすでに制定し、また、100 近い数の自

治体が制定を予定していると承知をしていま

すが、これらの先進自治体の動向と、その中

で、美唄市として最も参考にしたいと思って

いるそういう条例制定をした自治体があれば、

例えばニセコ町とか、その自治体名を挙げて

いただきたいと思います。 

 次に、大綱３点目の２項目めになります、

予算編成にあたってのポイント、留意点、2006

年予算編成の留意事項についてであります。 

 具体的にお尋ねをいたします。 

 その１つは、2005 年度の一般会計の実質収

支、市立美唄病院会計の不良債務について、

それぞれ主要な決算要因を挙げてその見通し

をお示しください。 

 ２つは、いわゆる三位一体改革による影響

と、地方交付税の減額要因について、三位一

体改革だけでない減額要因があろうかと思い

ますが、それらの要因について。 

 ３つは、道財政立て直しプラン、見直しプ

ランによる美唄市への影響について。 

 ４つは、市民負担や行政サービスがどのよ

うになるのか、市民の暮らしへの影響につい

て。 

 ５つは、主要事業の事前評価結果の概要に

ついて。 

 ６つは、収支不足額にどう対応したか、財

源調整の内容について。 

 ７つは、各種基金積立金の長期繰替運用可
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能額について、2005 年度末と 2006 年度末を

それぞれ、見込み額をそれぞれ示してくださ

い。 

 ８つは、私が常々申し上げております、議

員にとって、市民にとって、職員にとってわ

かりやすい予算書、説明書にするためにどう、

この予算編成にあたって改善をされたのか。 

 以上、８点にわたって、それぞれお答えを

いただきたいと思います。 

 大綱３点目の最後、最後の最後であります

が、市立病院の経営についてお尋ねをしたい

と思います。 

 １つは、2005 年度末の決算見込み段階にお

いて、第５次経営健全化計画と、実績の乖離

について、その主な要因を挙げて、その乖離

について金額をお答えいただきたいと思いま

す。 

 ２つは、計画が未達、達成できなかった、

いわゆる未達要因と、その未達が出た、受け

て、その後、どのような対策を講じようとし

ているのか。 

 ３つは、第５次病院健全化団体指定継続の

現時点での見通しはどうなのか、それぞれお

答えいただきたいと思います。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問

にお答えします。 

 食料品等の小売業の動向などについてであ

りますが、初めに、平成 16 年商業統計調査に

おける卸小売業の事業所数は 281 店となって

おり、平成 14 年の前回調査から比較して 33

店舗減少しており、10.5％の減少となってお

ります。 

 食料品等における主な出店といたしまして

は、平成 10年には、駅東側に出店した「りょ

ーゆー」や「パワーズ」、平成 12 年には、東

区に「旭友」や「ツルハ」の出店、そして平

成16 年には、同じ東地区に「生協」の移転や

「しまむら」の出店、平成 17 年には、「イエ

ローグローブ」の出店などがあり、加えて、

近隣の岩見沢市や三笠市に、大型商業施設の

出店がございました。 

 一方で、母町地区の小売店や、南美唄、東

明地域の食料品店の閉店、さらに農村地域に

点在していたＡコープの閉鎖などにより、食

料品等にかかわる買い物環境が大きく変化し

てきている状況にあり、地域によっては暮ら

しへの影響が出ているものと考えております。 

 次に、市民の買い物動向につきましては、

平成 15 年に実施いたしました消費動向調査

によりますと、食料品や医薬、化粧品など日

用的に使用するものは最寄りの商店を利用す

る方が多く、電気製品や家具、衣類などは、

近隣の岩見沢市や札幌への買い物が多い結果

となっており、平成 16 年の商業統計調査の数

値から推計した購買力流出率は 32.5％で、前

回調査から 5.1 ポイント増加している状況と

なっております。 

 次に、行政の役割についてでありますが、

人口の減少や郊外型大型店の進出などにより、

小売店は大変厳しい状況となっておりますが、

一方で、身近にある小売店の閉店により、高

齢者や車を持たない方々の買い物環境に大き

な影響が生じております。 

 市民の暮らしの安全を守ることは、行政と

しての大きな役割であると考えておりますが、

小売店だけでなく商工業全般にわたり、商店

や企業の経営方針に関与することは、基本的
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には難しいものと考えております。 

 厳しい商業環境の中、生き残っていくため

には、商業者自ら消費者ニーズを的確に把握

し、創意と工夫による魅力ある個店づくりが

求められており、さらには市民の皆さんの地

域内での消費という意識に大きく左右される

ものであると考えております。 

 市といたしましては、今後とも、地産地消

や人口増対策、更に中心市街地の活性化など

積極的に取り組み、安心して暮らせるまちづ

くりを進めてまいりたいと考えております。 

 次に、ごみ処理基本計画についてでありま

すが、ごみ全体の処理量では、平成 15 年度１

万 6,135 トン、平成 16 年度１万 6,822 トンと

なっており、リサイクル率につきましては、

平成 15 年度は 11.58％、平成 16 年度は

11.61％でありますが、基本計画における目標

値と比べ、処理量、リサイクル率とも下回っ

ていることから、今後、さらなる減量化、リ

サイクル率の向上に向け、具体的な施策を講

じてまいりたいと考えております。 

 中間処理としましては、現在、リサイクル

センターにおける資源ごみの選別、圧縮梱包

等と行っております。 

 また、広域化の協議につきましては、「南空

知地域ごみ処理広域化検討協議会」において、

平成 24 年度からの稼動を目途に、建設予定候

補地の検討を行っております。 

 今後、運営主体や処理方法の検討など、建

設に向けた具体的な協議を重ねながら、必要

となる施設整備を進めることとしております。 

 次に、ごみ処理事業の経費と財源等につい

てでありますが、平成 16 年度実績で収集運搬

費は、一般ごみが約１億 1,500 万円、資源ご

みが約 3,250 万円となっており、資源ごみの

中間処理費は、約 1,750 万円となっておりま

す。 

 また、最終処分場の維持管理費は、約 5,450

万円となっております。 

 新たな最終処分場の維持管理経費につきま

しては、高度水処理を行うことから、年間

6,800 万円と推計しているほか、最終処分場

整備事業に係る公債費の償還額は、償還利子

も含め総額で約20億4,400万円を見込んでお

りますが、そのうち交付税算入額が８億6,600

万円となっております。 

 次に、南美唄焼却炉の解体につきましては、

昨年12 月に、北海道と、廃止焼却施設所有自

治体、北海道市長会等の構成による「廃止焼

却施設解体促進研究会」が設置され、共同解

体による事業費の低減化などについて、調査

研究を進めておりますことから、この結果を

踏まえ、解体時期などについて検討してまい

りたいと考えております。 

 なお、解体費用につきましては、単独で実

施した場合は約３億円で、このうち交付金等

を除く自己財源分は約１億 2,000 万円と推計

しております。 

 ごみ処理手数料につきましては、平成 16 年

度実績で 715 件、収入額は約 1,370 万円とな

っております。 

 また、新たな有料化につきましては、排出

者の費用負担の公平性やごみの減量、リサイ

クルの推進、さらには中間処理費用の抑制、

最終処分場の延命にもつながることから、今

後の「美唄市廃棄物減量等推進審議会」の答

申を十分に踏まえ、減量化や有料化の必要性

について、住民説明会等を開催し、市民の皆
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さんのご理解とご協力を得てまいりたいと考

えております。 

 審議会の経過等につきましては、昨年７月

に、家庭ごみの有料化について諮問をしてお

りますが、先進地への視察も含め、現在まで

３回の委員会を開催し、減量化やリサイクル

への取り組み状況、ごみ処理費用の市民負担

のあり方に対する考え方などについて協議を

重ねていただいており、来年度の早期審議会

から答申をいただくこととなっております。 

 次に、ごみ減量化に向けた新たな目標設定

についてでありますが、資源ごみの処理量並

びにリサイクル率につきましては、平成 12 年

４月からの分別収集開始以来、着実に増加し

ておりますが、「燃やせるごみ」、「燃やせない

ごみ」を含めたごみ全体の総処理量について

は減少傾向にないことから、今後、３Ｒ推進

員との連携を深めながら、市民の方々に廃棄

物に関する各種の情報提供や懇談会などを開

催し、ごみの減量化の必要性などを十分ご理

解いただくとともに、具体的なごみの減量化

を促進し、ごみ処理基本計画の目標を達成し

てまいりたいと考えております。 

 次に、自治基本条例についてでありますが、

平成 16 年４月から、係長職による庁内検討委

員会を立ち上げ、基本条例に関する論点整理

を行った後、同年 12 月に、市民と職員からな

る「わたしたちの自治検討委員会」を設置し、

先進自治体の条例研究、条例の構成及び具体

的な内容の検討などを行っているところであ

ります。 

 条例は、ことしの８月をめどに、委員会の

意見を反映させた素案を策定し、素案に対す

る市民からの意見募集やまちづくり地区懇談

会での説明、意見交換などを得て、平成 18 年

度中の制定をめざし、作業を進めてまいりま

す。 

 この条例は、自立に向けたまちづくりを進

めていくための基本的なルールをつくろうと

するもので、市民の皆さんとの合意形成など、

制定までのプロセスが大切であると考えてお

り、さまざまな観点から合意形成の主要につ

いて、検討してまいりたいと考えております。 

 条例にどのような特色を持たせるかという

ことでありますが、条例策定の趣旨を踏まえ

て、検討していただいている委員会の検討結

果を踏まえ、具体的に検討してまいりたいと

考えております。 

 議会条項の扱いについては、今後検討させ

ていただきたいと考えております。 

 また、他の自治体の動向についてでありま

すが、全国では約 50 の市町村が、道内では７

つの市町村が制定していると聞いております。 

 条例の内容について、道内の場合で申しま

すと、まちづくりの理念のみ規定しているの

は１自治体、議会条項を盛り込んでいるのは

５自治体となっております。 

 近年、ニセコ町が、全国ではじめて基本条

例を制定してから多くの自治体が条例を制定

し、その内容もさまざまであり、参考とすべ

きものも多いと考えております。 

 こうした先進条例を参考としながら、美唄

にふさわしい条例にしたいと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、平成 18 年度予算編成の留意事項等に

ついてでありますが、初めに、平成 17 年度の

決算見込みは、一般会計においては、歳入に

おいて普通交付税が予算を下回ったこと、ま
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た、特別交付税配分額の減額が予想されるこ

と、さらに、市税収入が予算を下回る見込み

であり、歳出においては原油価格の高騰によ

る燃料費の増など、現時点において１億円を

超える収支不足が見込まれております。 

 また、今後の降雪状況によっては、除雪費

の追加支出が予想されるなど、極めて厳しい

決算見込みとなっております。 

 これらのことから、市税など自主財源の確

保に向け最大限努めるとともに、より一層の

経費の節減に努め、収支均衡を図ってまいり

たいと考えております。 

 病院会計の不良債務の見込みにつきまして

は、一般会計から１億円の追加支援を予定し

ておりますが、収支状況は極めて厳しく、単

年度で新たに約１億 1,000 万円、累積では約

18億 1,000 万円程度になるものと見込んでお

ります。 

 次に、三位一体改革の影響と地方交付税の

減額理由についてでありますが、国庫補助負

担金として、児童手当及び児童扶養手当給付

費負担金で 7,900 万円のほか、農業委員会交

付金、公営住宅家賃収入補助金などへ合計

8,900 万円の減、一方、税源移譲として、所

得譲与税において、同額の 8,900 万円の増を

見込んでおります。 

 このほか、臨時財政対策債が、前年度と比

較して 4,300 万円減少する見込みであります。 

 また、普通交付税の減額の主な要因につき

ましては、人口や農家数などの減少として約

２億 6,000 万円、障害者自立支援法施行に伴

う国庫負担金の増額による影響として、約

7,000 万円が主なものと考えております。 

 次に、道財政立て直しプランの影響につい

ては、国民健康保険健全化対策補助金、放課

後児童特別対策事業補助金、老人クラブ活動

推進補助金など、約 270 万円の減と考えてお

ります。 

 次に、市民負担や行政サービス等暮らしへ

の影響について、その主なものを申し上げま

すと、へき地保育所保育料の見直し、放課後

児童施設利用者負担金及び介護保険料の改定、

就学援助基準の見直し、福祉タクシー料金助

成の見直しなどを予定しております。 

 また、サービスの向上としましては、中高

年疾病予防事業の拡充、放課後児童対策事業

における障がい児受け入れ年齢の引き上げ、

間口除雪事業における対象区域の拡大などを

予定しております。 

 次に、主要事業の事前評価結果についてで

ありますが、新規事業として、53 事業を対象

に事前評価を行い、施策貢献度や有効性など

総合的に考慮し、そのうち 28 事業について予

算計上をいたしました。 

 次に、収支不足額への対応については、職

員給与の独自削減見合い分として、土地売り

払い収入に１億 3,000 万円、国民健康保険支

払い準備基金からの借入金１億円で対応しま

したが、最終的な不足額２億円については、

特別交付税で計上いたしました。 

 次に、各種基金、積立金の繰替運用可能額

については、平成17年度末で３億5,000万円、

18年度末で１億3,000万円程度となっており

ます。 

 次に、わかりやすい予算書、説明書への取

り組みについてでありますが、予算書の内容

につきましては、これまでも改善に努めてき

たところでありますが、平成 18 年度について
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は、行政活動のトータルコストと市民サービ

スのバランスの検討が容易となるよう、職員

費に計上した人件費について、給与費明細書

を一部改善の上、歳出科目の目ごとに関係職

員数及び費用を明記し、事業費と合わせた合

計額を記載いたしました。 

 次に、市立病院の経営についてであります

が、平成 17 年度の決算見込みの状況について、

健全化計画との比較で申し上げますと、１日

当たり平均患者数は、入院が、計画 182 人に

対し 103.4 人で 78.6 人の減、外来が、計画

610 人に対し 383.1 人で 226.9 人の減となる

見込みであります。 

 また、これに伴う医業収益では、計画「28

億 7,329 万 5,000 円」に対し、実績見込みで

は「13 億 3,686 万 7,000 円」で、「15 億 3,642

万 8,000 円」の減となり、医業費用は、計画

「30 億 4,442 万円」に対し、実績見込みでは

「19 億 5,493 万 4,000 円」で、「10 億 8,948

万 6,000 円」の減となります。 

 この結果、約「１億 1,000 万円」の不良債

務が新たに発生する見込みとなり、計画と比

較いたしますと約「４億円」の乖離を生ずる

見込みであります。 

 計画が達成できなかった主な要因としまし

ては、医師確保が非常に困難な中、年度途中

に常勤医師４名が退職し、補充採用が２名あ

ったものの、現在、常勤医師数は 10名であり、

健全化計画で予定していた 18 名に遠く及ば

ないという状況から診療体制の充実が図られ

ず、患者数が大きく減少したことが要因と考

えております。 

 このため、医師確保に向けて道内国公立大

学医学部や、地域医療振興財団への要請はも

ちろんのこと、人脈を生かした活動など引き

続き幅広い取り組みを行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、健全化団体指定継続についてであり

ますが、平成 18 年度の指定につきましては、

平成17 年度の決算見込みの状況から、継続は

非常に厳しい状況であると考えておりますが、

経営の健全化を一層推進するため、引き続き

道や国に対し強く要請を行ってまいりたいと

考えております。 

 なお、除排雪対策については、建設部長か

ら答弁をさせていただきます。 

●議長長岡正勝君 建設部長。 

●建設部長藤井雄一君 冬期間におきます除

排雪対策につきましては、私から順次、お答

えを申し上げさせていただきます。 

 最初に、降雪量及び積雪量と、除排雪の関

係でございますが、過去５年間につきまして

は、平成13年度、降雪量768センチメートル、

最大積雪量80センチメートル、平成14年度、 

降雪量 981 センチメートル、最大積雪量 117

センチメートル、平成 15 年度、降雪量 769 セ

ンチメートル、最大積雪量 96 センチメートル、

平成16 年度、降雪量 815 センチメートル、最

大積雪量 96 センチメートル、平成 17 年度は

２月末現在で、降雪量 863 センチメートル、

最大積雪量 118 センチとなっております。 

 また、除排雪の経費でございますが、決算

ベースで申し上げますと、平成 13 年度２億

6,445 万 1,000 円、平成 14 年度３億 1,595 万

4,000 円、平成 15 年度２億 7,334 万円、平成

16 年度２億 5,431 万 3,000 円、平成 17 年度

は予算額でございますが、２億4,090 万 4,000

円となっております。 
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 除雪の出動基準でございますが、降雪量が

10センチ以上と予測されるとき、地吹雪によ

るとき、暖気などにより路面整正が必要なと

きとなっており、現在、４つの共同企業体に

委託しております。 

 排雪につきましては、道路パトロールなど

により、交通量の多い路線や通学路線等にお

いて実施しております。 

 また、通行車両の見通し確保や、歩行者の

横断に支障のないよう市街地の主要な交差点

271 カ所につきましては、積雪状況により、

除雪委託の中で１シーズン２回、更に市直営

で排雪を行い、車両及び歩行者の安全確保に

努めているところでございます。 

 市民から苦情があった場合、直ちに職員と

受託業者で現地立会いたしまして、苦情の内

容を確認の上、現場対応しております。 

 路面凍結、降雪等を要因とする事故でござ

いますが、転倒による１件と把握しておりま

す。 

 また、個人や企業が業者と委託契約してい

る状況については、現在把握しておりません。 

 次に、改善に向けました主な検討結果と効

果測定についてでありますが、中心市街地除

排雪事業につきましては、平成 14 年度に美唄

市、美唄商工会議所、受益者で構成します美

唄市除排雪連絡協議会を設立し、事業を行っ

てきたところでございます。 

 その後、平成 16 年度に札幌土木現業所も参

加をいたしまして、冬期間におきます商店街

の環境を整備することで、商店街の活性化と

快適な市民生活の確保が図られるものと考え

ております。 

 次に、除雪委託の広域ブロック化でござい

ますが、平成 12 年６月に、美唄市除排雪推進

対策庁内プロジェクトを設置いたしまして、

平成 14 年度に農村地区並びに市外地区を４

ブロック化することとし、平成 15 年から実施

したところでございます。 

 その効果といたしまして、除雪作業の迅速

化、効率化、均一化が図られたものと考えて

おります。 

●議長長岡正勝君 紫藤議員のこの後の質問

は、午後からといたします。 

 午後１時まで休憩いたします。 

   ――――――――――――――    

午前１１時５０分 休憩 

午後 １ 時００分 開議 

   ――――――――――――――    

●議長長岡正勝君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 午前中に引き続き、紫藤議員の質問から入

ります。 

 18 番紫藤政則議員。 

●18 番紫藤政則議員 一通り、ご答弁いただ

きました。 

 重ねて、何点かお尋ねをしたいと思います。 

 質問の順番でいきたいと思いますが、除雪

の関係ですが、先ほど建設部長、ご答弁いた

だきました。 

 再質問は市長なさるのかわかりませんけれ

ども、建設部長の顔見て再質問したいと思い

ます。 

 後段の、さまざまな除排雪の検討をして、

中心市街地の体制とか、それから、いわば市

内のブロック化によることを行って、非常に

評価が高いと自己評価をなさったわけですね。 

 一方、これ古い資料ですが、市民の皆さん
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の最も関心が高くて、そして不満に思ってい

るというのは、私は今も変わらないと思うん

ですよ。 

 市長も、部長も、タクシー乗ったりなさる

といろいろ、運転手さんから苦情聞いたりす

ることがあると思うんですが、やはり状況が

どうなっているか、現状の把握というのは、

やはりもっとしっかりしていただきたいなと

いうのが率直な思いです。まだまだ、市の除

排雪に対する不満というのは、私は大きいと

思います。 

 しかし、その予算の制約等がありますから、

すべてに対応できるというような体制を組む

のは、これは難しいと思うんです。 

 ただ、やれることは何かと言いますと、例

えば交差点の除雪でも、先ほどのご答弁では

市内二百数十カ所、これをパトロールして、

あわせて委託の時に、その排雪についても具

体的な委託条件の中にあるというお話でした

が、それが果たしてしっかりやられているか

どうかというような検証をしていかなければ

ならないと思うんです。 

 交差点にこだわりますのはやはり、事故状

況の把握というのはなさっていないようです

けれども、車乗っておられる方、常に飛び出

してくる車を気にしながら運転なさる、子ど

もがひゅっと出てこないか、こういう部分の

きめ細かな対応というのは、やはり市が直接

検証する、できあんばいを確認するという、

私は姿勢が大事じゃないかと思うんですよ。 

 例えば、苦情の処理体制にしても、最近評

判いいですよ、市の職員の苦情に対する、要

望に対する対応というのは。いままで悪かっ

たというふうに聞こえるかも知れませんが、

最近評判いいです。 

 是非これが、やはり実効性のあるものに持

っていくためにもう一工夫、一汗かいていた

だけないでしょうか。 

 検討課題の問題でも、やはりその排雪の箇

所をふやしていこうとか、それからいま、実

際私、指摘しましたけれども、個人そして地

域で民間の業者さん、重機を持っている業者

さんと契約してやっていますよ、それは、玄

関前除雪もありますけれど、やはり道路除雪

が、いわばアバウトすぎて、そしてその町内

の中の市道なりの、いわば車が交差できない

ような状況になっていて、それを排雪をする

ということで契約なさっている方もいるんで

すよ。 

 雪には色ついていませんから、どこの雪だ

というふうにわかりませんけれども、そうい

った状況もあるんです。 

 ですから、私は、先ほど言いました個人対、

地域対業者との除排雪の状況についても、ま

ず行政として把握しなければならないと、こ

れ業界の皆さん、建設業協会にお願いしたら

すぐわかると思いますよ。そして、それがや

はり、ああ、こうやっているんだから進んで

いるなというふうになってくると思うんです

よ。そして、その人方が自ら、雪捨て場の場

所を確保してやっておられるというふうに思

います。 

 この辺の状況も把握されて、そして最も、

60％超える不満度ですから、これをやれば、

非常に選挙に強い首長になると思いますよ。

岩見沢はこれで大変なことになったんですか

ら。 

 是非ひとつ、そんなことで今後、交差点除
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雪を中心にした、排雪を中心にした対応を、

力を入れていただきたいと思うんです。 

 また来年のこの時期、まだ私議席あります

から、お尋ねしますけれども、是非前進した

ような内容で質問できるように、期待をして

おります。ひとつ、どなたでも結構ですが、

ご答弁をいただきたいと思います。 

 それから、買い物環境の問題ですけれども、

最初のご答弁で、これはその企業なり、お店

なりの経営方針、こういったものに行政とい

うのは立ち入れないということです、それは

おっしゃるとおりだと思いますよ。 

 ただ、よく考えますと、農協というのは公

共的団体ですね、公益性の高いものでありま

すし、この農協が進出することによって、既

存の個店が撤退をしたという部分もありまし

て、やはり市として、快適な住環境を保障し

ていくと、その地域を売りにしていくとなっ

たときに買い物環境がどうだということにな

ると、快適な住環境を確保して、さあ皆さん

お住まいくださいとこうはならないわけであ

ります。 

 特に、あのゆたかニュータウンというのは

画期的な地域ですよ。デイサービスを備えて、

地域福祉もやろうと、新たな団地の形成です、

いままでなかった取り組みなんです。 

労災病院も近い、焼き鳥屋さん、飲み屋さ

んもできた。しかし、お年寄りが身近に暮ら

すために必要な買い物環境というのは、これ

は企業の問題で、農協の問題だから私は知ら

ないよということには私はならないと思うん

です。 

 是非、市としてのコミュニティづくり、ま

ちづくりとこんな視点でお考えいただきたい

こととあわせまして、この問題を契機にして、

やはり自分たちのための店なんだと、自分た

ちが、消費者が守らなければなくなるんだと。 

 今回、この共練の農協店の取り組みでも、

ご町内の方一生懸命取り組まれまして、団地

にお住まいの皆さんにアンケートをとったん

ですよ。 

アンケートの回収率も高うございました。

あそこは 430 戸ですが、370 を超える皆さん

にお配りして、回収率が 60％を超えました。 

 傾向を見ますと、涙ぐましいような調査結

果が出ていますよ。 

 農協が残ってくれるのであれば、もっと買

い物しますというんですよ。自分たちで支え

ようという機運が出ているんです。 

 この気持ちというのは、この商店の小売業、

もともと個店として地域に根ざして営業して

いる、そういう個店に対しての消費者がそう

いう意識になれば、私たちが支える店なんだ

と、是非この問題を契機にして、よく言われ

ています域内域消アイラブ美唄、地元で物を

買おうよと、こういうことにつなげるきっか

けにしていただけないだろうかというふうに

思うんです。 

 極めて抽象的・観念的な指摘ですけれども、

この辺ですね、具体的な事例としてある共練

店についての、市長としてのお取り組みとあ

わせて、全体の、美唄の商店は消費者市民が

守るという気持ちにつなげるような、そうい

うものになっていただけるようなきっかけに

していただけないだろうかということについ

て、ご答弁をいただきたいと思います。 

 それから、ごみの問題ですが、ごみの問題

ですね、これ、私は、ごみ処理基本計画につ
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いての内容について、ご紹介する必要もない

んですけれども、改めて何が書かれているか

読んでお話をしました。 

 一方、この自立推進計画ですね、自立推進

計画は、これは昨年の２月ですね、１年経過

しましたけれども、これはアクションシート

と称しまして、このごみに関する考え方が整

理されていますよ。 

 いずれも平成 18 年度実施ということで、18

年度実施ですよ、実施で、事業系ごみの手数

料の見直しです、それと、家庭ごみ処理に伴

う手数料の有料化ということでうたっている

んです。実施です。 

 10 月ぐらいからやりたいという、そういう

時期もあったんではないかと私は思っていま

す。 

 後期計画ですね、後期計画は、ついこの間

いただきました。 

 これでは、施策と今後の課題として、ごみ

の減量化と適正処理という項目の中に、家庭

ごみの有料化の検討となっています。昨年の

２月に立ち上げた推進計画では、実施です。 

 これは、後期計画中だから、22年まで検討

するという内容なんですよ。整合性が取れて

いない、１つは。 

 市民の皆さんのご負担に伴うことですから、

やれやれという視点で聞かれては困るんです

けれども、計画の整合性がとれていない。 

ことしの市政執行方針、更に検討でしょう。 

 これでいくと、平成 18 年、2006 年度中は、

これは検討期間なんだなというふうに思って

しまうんですけれども、その辺ちょっと整理

してくれませんか。 

 それと、これですね、いま審議会に諮問を

して議論いただいているというお話です。 

 諮問というのは、長が、減量化に向けてこ

ういう考え方で進みたいと、諮問の案があっ

て、でそれを受けて答申でしょう。いわば限

定された範囲だと思うんですよね。 

 そこで、その段階で市長として、市長とし

てこのごみの処理についての考え方がしっか

り持っていなければならないということでは

ないでしょうか。すでに諮問をされているよ

うですけれども。 

 その時点で、少なくともタイムスケジュー

ル、考え方の基本、課題、こういったものを

整理していなきゃならない。 

 せっかく、こうやって時間をかけて基本計

画をつくったわけですよ、これは、法律で定

めなければならないということでつくったん

です。循環何とか何とか法律というやつです

ね、つくったんですけれども。 

 私はやはり、この計画というのが、計画を

つくることが目的化されてしまっているんで

ないかと思うんです。計画書は実行するため

につくるんですよね。 

 ここ数年間のごみ処理、減量化にかかわる

予算・決算を見ましても、進もうとするよう

な施策がない。予算上明らかでない。 

 新しい最終処分場をつくるために、大変関

係職員の皆さん方、ご努力されて、時間も割

いて、大変だったと思いますよ。市民の説明

会も開かなきゃならない。地権者とも何回も

議論して、そして、ようやく本年度中に、来

年度中にですね、できるようなめどがついた

とこういう状況ですから、あれもこれもとい

うのはできないんでしょう、できないんでし

ょうけれども、一つひとつクリアしていかな
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ければこの掲げるごみの減量化、そして適正

な、いわば市民の皆さんの負担についての結

論と方向は出ないような気がしてならないん

ですよ。 

 それで、いま言われたように、明確に方針

を明示するということと合わせまして、実情、

実態の把握というものも、私はしっかりでき

ているのか極めて疑問です。 

 といいますのは、有料化議論をやるにしま

しても、いま現在の一般廃棄物ですね、家庭

系のごみと事業系のごみと、これは、事業系

は、基本的には事業者が自己責任で処理しな

ければならないという法律の基本があります

けれども、廃棄物の処理計画は事業系も含め

て、産廃以外の事業系も含めて計画に盛らな

ければならないというふうにルールでなって

いるから、それでそういう位置付けであるん

です。市町村の処理をするという位置付けで

ある。 

 しかし、考え方の基本は、事業主の皆さん

が自己責任で処理をするという法律の趣旨で

ある。 

 しかし、収集は、事業系も家庭系も一緒に

収集してしまっているんですよ。 

 だから美唄は、平成 13 年のこのごみ処理基

本計画のデータによりますと、市民１人１日

平均 1,234 グラム処理しているというデータ

があるんです、1,234 グラム。１、２、３、

４だから、覚えやすくて覚えているんですけ

れどね。そして、これは家庭系も事業系も入

っているやつでないでしょうかね。 

 一方、これからコスト議論するときに、ど

の家庭系がどのくらいウエートを占めている

か、最終処分場にどういっているんだろうか、

こういうものの分析がなされなければ、家庭

系のごみの有料化を図るにしても、コストと

いう面から見ると計算できるんでしょうか、

これらを審議会の皆さんに審議して、答申し

てくださいと言っても無理じゃないでしょう

か。 

行政側がしっかり組み立てて、日野市でや

ったように、名古屋でやったように、この有

料化に入る前に 50 世帯、家庭の奥さんにお願

いして、２週間、毎日出てくるごみをはかり

ではかって、生ごみが何グラム、それから再

生利用されるペットボトルは何グラム、粗大

ごみは何グラム、２週間のデータをとって、

そして家庭系から出る、いわば一般廃棄物は

500 グラム程度だとかそういうデータをとっ

たんですよ、自らお願いをして。 

 有料化議論に入るときは、そういった基礎

データをしっかり把握をするというふうにし

なければ、私はならないと思いますよ。どう

やって積み上げるのかわかんない。 

 恐らく、考えておられるのは、深川でやっ

たのが袋１枚 40 リットルですか、で例えば

70 円とか 80 円だからそれに倣おうかとか、

それからねトータルとしてのごみ処理経費の

何パーセントぐらいをめどにしようかとかと

いうような、そういうアバウトな積算にしか

ならないと思いますよ。 

 そして、そういったモニターリング調査等

をして、組成分析をして、一緒になってごみ

問題を考えてもらう、家庭から考えてもらう、

行政情報もしっかり出してですよ、そういう

手順・手続きを踏んでいかなければならない。

全世帯にかかわる問題なんですから。 

 そして、先ほどお聞きしましたように、膨
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大な財政支出が伴わなければならない、これ

からもさらにふえる。20 億の借金返すわけで

しょう、どうしても、ご負担をお願いしなけ

ればならないということを明確に、市長が打

ち出さなければだめですよ。財政事情、それ

からごみの処理の状況、コストの問題。 

 私は、担当の職員の皆さん方悩まれている

というふうに思いますよ、やりたくてもでき

ない環境があるのかもしれない。 

 やはり、フレームを示す、方針を示す、作

業手順を明確にしていく、こういうことを、

市長、是非リーダーシップをとっておやりい

ただけないでしょうか。 

 ご答弁をお願いしたいと思います。 

 あと、まちづくり基本条例ですが、先ほど

神原先生の本を引っ張り出しまして、お話し

ました。 

 これですね、いま、例えば庁内の検討委員

会、市民の皆さんとのご協議をしている、そ

して 18 年度中というこれも、いわば目標設定

している、作成までの。 

 市長、丸投げなさらないでほしいんです。 

このことは、美唄のこれからの行政運営、

そして、何度も私申し上げますように、それ

ぞれのまちづくりの主体であります市民の皆

さん市長、私ども議員、そして職員ですよ、

ここが、この新しいルールを共有していくと

いうことが、最も大事なんですよ。 

 そのためにはどうするかと言いますと、家

建てるのでも同じなんですけれども、いきな

り間取りに入らないと思うんですよ。どうい

う家を建てようか、骨はどうしようか、こう

いった図面づくり始めるんではないでしょう

か。市長が、その図面づくりをしなければい

けない。 

 例えば、住民投票条例制度１つとっても、

住民投票条例制度を設けるという仕組みで、

市民の市政に参加というものを保障していく

という、設けるのか、設けることができるか

違い。 

 市長は是非、住民投票制度設けようという

のであれば、設けることができるということ

を主張しなければならないはずなんです。 

 そういう意味で、このまちづくり基本条例、

私は大いに期待しています。 

 議会との議論も繰り返して申し上げません

けれども、議会との協議が必要ですよ、自ら

検討するのではなくて、協議が必要だと思い

ますよ。 

 しっかりとした組み立てを行って、そして

全体が共有できるようなものにするために、

拙速は避けていただきたい。 

 まだオピニオンリーダーの部類に入るんで

すから。私は 30 と言ったけれども、１年余り

で50 ぐらいにふえている。インターネットと

いうのはいいものですね、全国で 50 だと。し

かし、千八百何がしの自治体の中での 50 です

から。極めてまだ取り組んでいる自治体とい

うのは少ないわけです。 

 そういう意味からしましても、いま申し上

げました手順・手続きを組んで、そして、胸

張れる条例を是非つくっていただけるように、

そして、議会の役割もあわせてひとつ同時並

行で議論できるように、市長の指導性をひと

つ持っていただきたい。 

 お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 財政問題ですが、いろいろお聞かせいただ

きました。 
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 もうからからです。この予算終わりました

ら、やりくりできるものがまったくなし。 

 そして、実質的には、４億を超える赤字含

み。 

 一方で、先ほどのご答弁では、特別交付税

が２億というのが、これは見すぎだと。これ

はちょっと無理だけれどもという言い方をさ

れました。 

 市の職員については予算後に労使で協議を

して一時金の削減について合意されたから、

その分で浮く要素がある。財産の売り払い収

入ですね。 

 しかし、一方、特定目的基金の長期にわた

る繰替運用、これはまさにやりくりですよ。 

 この他にあるでしょう、借換債による３億

円浮かしたやつあるでしょう。これだってや

むにやまれずやったんです。 

 もうね、美唄市の財政で何も出てこない、 

もうやりくりの限界にきているということが、

先ほどのご答弁で明らかになったわけなんで

すよ。 

 で、そこで何をするかと言いますと、この

状況を市民の皆さんに知っていただくという

ことですよ。まちづくり基本条例でもポイン

トなんです、それが。しっかりとした情報の

開示、共有。 

 これは、これ 2004 年度の交付税ショックと、

2004 年ショックと言われているやつです。三

位一体改革でどんときた。 

 美唄で４億２千万円からの不足を来したと

きですよ、そのときの市政執行方針を読まれ

たらいいと思いますよ。収支不足の対応をき

ちっと書いているんですよ、市政執行方針に。 

 市長お変わりになってから、これ２回目の

市政執行方針ですけれども、触れられていな

い。 

 これは、美唄の現状を、財政の事情をしっ

かり発信して受けとめていただくという姿勢

に、私はかけていると思う。2004 年、2005 年、

2006 年とこの比較ですけれどね、私は率直に

あれを見てそう思いました。 

 それとですね、先ほどのごみの有料化もそ

うですけれども、辛い提示ですよ。苦い提示

ですよ。 

 南美唄に福祉会館つくるので調査費入れま

す。道の駅で調査費入れます。これは期待感

ある、生き生きになるかもしれない。しかし、

足元を見たらそんな状況ではないはずなんで

す。 

 私の考えというのは、あなた考えすぎです

よというふうに言っていただけるんでしたら

言っていただいていいんですけれど。 

 だから、この間も申し上げましたけれども、

収支見通し、今後の収支見通し、根本から見

直していただきたい、そのことが１つ。 

 それと、先ほど言った市民に財政情報をし

っかりと開示をして、実態を知っていただく

という立場からもわかりやすい予算に、わか

りやすい決算に、そして連結財務諸表の作成、

三セク等のいわば問題、土地開発公社等の塩

漬け土地等の問題。 

 フローで、ストックで、確認できるような

ものも準備をいただくと、そのことがいま大

変大切だと思いますよ。 

 このわかりやすい予算では、私もすぐ見て

わかりました。工夫をいただいて前進をした

と思います。 

 人件費を、各目ごとに、人件費がどれだけ
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かかっているかということをカッコ書きで表

示をした。さらに、内訳も明示をするように

なった。これは前進だと思います。 

 ただ、私が求めていますのは、事業単位で、

施策単位で、どういう内容で財源構成がどう

かと、それが決算につなげて、決算でチェッ

クできるようなそういうものにしていただき

たいということなんです。 

 １歩前進、２歩後退にならないように、さ

らにひとつ工夫をしていただきたい、これに

ついてのお考えをお示しいただきたいと思い

ます。 

 病院の問題。 

最後になりますけれども、４億円の計画と、

それから実績との乖離が出た、業務予定量に

ついても半分以上のその予定料のダウンだと、

これは計画ではない、もうすでに計画は破綻

しているわけです。 

 ですから、国に出す計画は計画としても、

具体的に実効性のある病院の再建計画を打ち

立てなければならないでしょう。 

 もう、この計画で乖離が出たというのはや

めにして、実態に合うものに、実効性の伴う

独自の財政、美唄病院の健全化計画を打ち立

てるべきだと思います。そのことが１つ。 

 それと、団体の指定継続がならなければ、

廃院勧告にも等しいということは、私は昨年

も申し上げた。 

 何とか 17年は指定継続がなった、市長もご

努力された、副知事さんまでお会いになって

そのことを要請された。 

 しかし、いわば事務的にはとてもじゃない

けれども継続なんかできる状況じゃない、綱

渡りの指定継続がまた始まるわけです。 

 それでですね、それにあたって、市長、病

院の火、消さんということをここで言明して

いただきたいです。親亀こけるぐらいの気持

ちで、病院の火は消さない、このことを言明

していただきたいと思います。 

 それぞれご答弁をお願いします。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君 紫藤議員の質問に、順次

お答えします。 

 最初に、冬期間の除排雪対策についてであ

りますが、交差点の排雪につきましては、植

樹帯等があり難しい実情がありますものの、

今後も車両や歩行者の安全を守るため、業者

との連携を密にし、交差点の見通し確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 交通事故との関連につきましては、今後、

地元の警察などと連携を図りながら協議して

まいりたいと考えています。 

 雪国に住む私どもにとりまして、除排雪対

策というのは重要な課題でありますので、今

後とも、十分意を用いてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、消費者意識の啓発等でございますけ

ども、近隣の大型店やスーパーなどの出店に

よりまして、今後ますます地域間競争が激し

くなり、商業者にとっても厳しい環境が予想

されます。 

 このため、いろんな店舗の閉鎖等が起こっ

ているわけでございますけれども、市としま

しては、地元愛用運動として、これは商工会

議所でございますけれども、美唄商品券の取

り組みや、イベントにおける地元産品の展示

販売などを通して、市民への普及・啓発に努

めてきたところであります。 
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 今後におきましても、地元の消費促進が図

られるよう、市民意識の高揚に努めてまいり

たいと考えております。 

 また、今回の、ＪＡびばいの共練店の閉鎖

につきましては、市としても存続に向けた要

請を早急に行ってまいりたいと、このように

考えているところでございます。 

 次に、ごみ処理の基本計画についてであり

ますが、排出抑制・再資源化に対する取り組

みとして、市民の皆様や事業所の方々に対し、

マイバックの持参やレジ袋の使用自粛につい

て、積極的にＰＲしていくとともに、減量・

リサイクル活動に取り組んでいる各団体等の

紹介や、段ボールを使用した生ごみの堆肥化

の状況など、個々に実践されているさまざま

なごみの減量化への取り組みを広く市民に周

知し、ごみ減量に対する意識啓発に努め、減

量化を促進してまいりたいと考えております。 

 また、家庭ごみの処理コストの生ごみなど

の現状についてでありますが、生ごみの量に

つきましては、ごみの組成分析により、ごみ

全体量に占める生ごみや紙類などの割合や重

量を推計しており、年間のごみ処理量や処理

経費等につきまして、「廃棄物減量等推進審議

会」に資料として提示し、審議での参考にし

ていただいております。 

 こうした収集・運搬も含めたごみ処理に要

するコストに対し、有料化の実施による住民

負担額は、処理に要する経費の約 25％程度に

設定する自治体が多いことから、先進自治体

の状況などを参考にしながら、十分検討して

まいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、有料化を実施す

るためのさまざまな課題整理や減量化施策を

検討し、市民の皆様のご理解をいただいて実

施してまいりたいと考えております。 

 有料化の実施時期等でございますけれども、

現在も審議会でご審議いただいているところ

でありますが、私としては、平成 19 年度をめ

どに進めてまいりたいと考えております。 

 次に、自治基本条例についてでありますが、

検討にあたりましては、まちづくりの基本理

念を定めることにより、他の条例や計画等の

策定指針となる基本条例としての性格を持つ

とともに、市民の皆さんの権利等を明確にし、

市の組織・運営に関する基本的事項を定める

など、まちづくりに必要な基本原則を網羅す

る総合条例としての性格をあわせ持つものを

基本に進めております。 

 これからのまちづくりにおいて、市民の皆

さんと情報を共有し信頼関係を深めながら、

市民の皆さんが主体的に活動できるよう、情

報の積極的な提供とともに、重要な政策を決

定する過程において、住民が参加できる仕組

みを保障することは必要な要素と考えており

ます。 

 この自治基本条例は、これからのまちづく

りにとりまして大切な条例でありますので、

議会とも協議するとともに、私としても積極

的に、なおかつ慎重に検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、財形推計等の問題でございますけど

も、平成 18 年度予算を基準に一定の見直しを

行ったところであります。 

 今後につきましては、国の構造改革や中央

改革の見通しが不透明ではありますが、本市

を取り巻く厳しい財政環境を踏まえ、持続可

能な自治体経営基盤の強化を図るため、自立
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推進計画を着実に推進するとともに、施策や

事務事業の抜本的な再構築の検討などを進め

ながら、財政推計の抜本的な見直しについて

も検討してまいりたいと考えております。 

 次に、わかりやすい財政情報の取り組みに

ついてでありますが、市民参加による協働の

まちづくりを進める上で、情報提供の充実・

強化は極めて重要でありますので、予算書・

決算書を含めた財政情報の提供についても、

さらに工夫を加えながら改善に向けて検討し

てまいりたいとこのように考えているところ

でございます。 

 次に、病院の経営健全化についてでありま

すが、第５次経営健全化計画は、計画策定時

の医師数を確保しつつ、更に循環器内科や眼

科の常勤医を確保し、収益の確保と費用の縮

減を柱に、不良債務の解消を図る計画となっ

ております。 

 しかし、策定後、特に平成 16 年度以降は、

医師の臨床研修制度の実施等に伴う医師確保

の困難性や、診療報酬の引き下げ改定など、

医療を取り巻く環境が大きく変化したことな

どから、不良債務の解消については計画の達

成が難しい状況となっております。 

 このことから、健全化計画との乖離が生じ

るものの、その年度の実行予算計画となる予

算については、病院の各診療科、医師から出

された予定業務量を基本とし、収益の確保と

支出の縮減を考慮しつつ、可能な限り不良債

務の解消を図るべく予算編成を行っていると

ころであります。 

 市立病院は極めて厳しい経営状況にありま

すが、これまでも中核病院として市民の健康

保持を担ってきたところであり、今後もその

使命を果たすためにさまざまな課題に全力で

取り組み、地域医療の核に向けて最大限の努

力をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

●議長長岡正勝君 18 番紫藤政則議員。 

●18 番紫藤政則議員 ２点ですね、重ねてお

尋ねをしたいと思いますが、ごみですね。 

 いま、市長から 19 年度をめどとするという

ことが言われました。 

 後段の議論の中でも、自立推進計画との整

合性というものを出しましたけれども、計画

だから計画通りいかないことなんか当然ある、

しかし、この計画についての考え方なんです

けれども、この計画が変わりましたというの

は、例えばどういう形で我々が承知できるか、

こういう、市民の皆さんにお示ししたこうい

うものが変わったというのは、どういう形で

情報をお届けするんでしょうか。 

 計画が変わるということを否定してはいな

いんですよ、変ることはあるんです。ただ、

その際、生きた計画にするためには当然、１

年ごととの見直しをするとか、ローリングか

けるとかあるんでしょうけれども、そういっ

た手だていうのはどう講じるおつもりでしょ

うか。 

 これはですね、いまごみの問題でお話しま

したが、後期計画の、例えば進行管理という

ことも同様なんですけれども、それは執行側

の皆さんおやりになることでわれわれ関係な

い、市民の皆さんも関係ないということでし

ょうか。この辺の考え方の差異というのは私、

極めて大事だと思うんですけれどね。 

 まちづくり基本条例についても、その辺の

押さえがなければ機能しませんよ。ここ、ど
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のようにお考えでしょうか。 

 19年をめどにということを私はだめだと言

うつもりはないです。それに向けてやらなけ

ればならないことがあると思います。 

いま、計画変更についての物の考え方。 

それと、さまざまなごみ処理の減量化に向

けて、さまざまな施策を講じるわけなんです

けれど、お金かかるんですよ、これ。 

 例えば、分別の強化にしてもそう、それか

ら買い物袋ですか、それからコンポスト、家

庭で処理するものの充実にしてもそうですけ

れども、これは、いわば有料化で財源が浮く

ということと同時並行でおやりになるという

ことでしょうか。 

 毎年ないんです、そういう対策。ないから

そういうことなんでしょうけれども、その２

つですね、ごみの対応については、教えてく

ださい。 

 それ以上聞きませんから。 

 それから、まちづくり基本条例、自治基本

条例ですが、いま、力強いお話がありました。 

 やはり、理念とか憲章条例的なものでない

ということはわかりました。 

 本当の意味での情報の共有と参加のまちづ

くりをめざす、こういったものにしていこう

と、そのために制度をつくっていこうと、原

則を明らかにしていこうということで、私の

思いと共有できたんです。 

 これからの進め方なんですけれども、課題

整理と、それから、先ほどありましたけれど

も、それぞれ職員なり市民のグループの皆さ

ん方、ご苦労されてやっているようでござい

ます。 

 是非、元気で目が輝くような作業につなが

るようにお願いしたいと思うんですが、まず

最初にやらなければならないことですね、先

ほどフレームの話をしました、市長がめざす

１つのものを明らかにするということ。 

 それと、現状の美唄のさまざまな行財政運

営のルール、これどうなっているかというこ

とを、まず洗い出さなければだめですよ。こ

れをスタートにしてくださいよ、もうおやり

になっているのかもしれませんけれども。 

 現行制度の点検というやつです。これは、

絶対欠かせられない作業で、基礎作業です。 

 いまある制度が活用できるのか、修正が必

要なのか、いらないのか、新たにつくらなけ

ればならないのか、現行制度を洗いざらいし

なければだめですけれどもね。それやってい

らっしゃいますか。作業をやっていれば、余

計な心配でしたが。 

 例えば、私どもの議会に市議会議員政治倫

理条例というのがあります。 

 これはですね、例えば、公正そして信頼さ

れる１つの公職者、こういう立場での位置付

けとすれば、これレベルの高いものだと思い

ます。活用できる。ですね。 

 それから、個人情報保護条例、情報公開条

例、行政手続き条例、これらもレベルが高い、

そのまま使えると。 

 新設は、住民投票条例、市民投票条例、創

設。これはつくっていかなければならない。 

 まちづくりの後期計画の策定にあたっての

プロセスの明示、これもルールに入れなけれ

ばならない。 

 こういったもののいまの現状をしっかり早

く把握する作業、現行制度の点検作業という

ものをおやりいただいて進めていただくよう
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に、その辺の現状ちょっと教えていただいて、

その通りやっています、心配するなというこ

とでしたらそういうご答弁をいただきたいと

思いますし、私の発言は、どんな答弁があり

ましても以上で終わりますけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君 紫藤議員の質問に、順次

お答えさせていただきます。 

 最初に、自立推進計画と、いろんな計画が

変更になった時点でどのような形で市民にお

知らせするかというそういう部分でございま

すけれども、私どもいろいろな計画につきま

しては、事務事業評価システムを行っており

まして、これによりまして、その進行管理に

努めているところでございますけれども、こ

の結果につきましては、市のホームページ等

でお知らせはしておりますものの、これは利

用者が限られるということがございますんで、

これについては、周知方法をもう少し広がる

ような方向を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 それから、ごみの減量化の問題でございま

すけれども、具体的な施策等がないという部

分でございますけれども、やはり大事なのは

市民とか事業者の意識の高まりというもので

ございまして、先ほど私が言いましたように、

段ボール箱でのごみの堆肥化とかマイバック

ということで、自分のかばんを持っていって

買い物をすると、こういう地道な取り組みが

これからの減量化につながるという部分でご

ざいまして、予算化はしていないものの、こ

のような取り組みを更に努めてまいりたいと

思っております。 

 それから、最後の、自治基本条例でござい

ますけれども、これにつきましてはいま、骨

組みを立てているところでございまして、い

ろんな意見を聞いているところでございます

けれども、すべての計画条例等の策定のその

指針となるそういう基本条例としてのこの自

治基本条例でございますので、これの骨組み

を済ませてから各さまざまな条例との関連に

ついて検討してまいりたいと。 

 いまはいろんな条例ありますので、それら

との関連性を、より整合性を持つように取り

組みを進めてまいりたいとこのように考えて

いるところでございます。 

●議長長岡正勝君 次に移ります。 

 ７番土井敏興議員。 

●７番土井敏興議員（登壇） 平成 18 年第１

回市議会定例会にあたり、私は、大綱３点に

つきまして、市長並びに教育長にお伺いをい

たしますが、すでに大綱３点とも前段に、同

僚議員よりそれぞれお尋ねがあり、丁寧にご

答弁をされたところではございますが、でき

る限り重複を避けましてお伺いいたしたく存

じますので、よろしくご答弁のほどお願いを

いたします。 

 まず、環境行政についてでありますが、最

初に、茶志内地区に建設中であります一般ご

み最終処分場整備の進捗状況、及び今後の整

備スケジュールについて、更には工事を進め

るにあたり、沿線住民の方や下流域の方より、

工事車両の通行により砂ぼこり等が舞い上が

り、洗濯物に影響が出たり、あるいは河川に

工事に伴う泥水が流入し汚濁していた等の声

があると伺っておりますが、それらに関連す

る対策等について、お伺いをいたします。 
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 また、一般ごみの今後の処理対策等につい

てでありますが、新処分場の整備に伴い、家

庭ごみの有料化を視野に入れた検討が進めら

れていると伺っておりますが、それらを実施

する場合にはどういったごみを有料とし、し

かも負担額はどのように設定をし、また負担

の方法等については、一般的には指定をした

袋とかシール添付をするとか、各種の方法が

あると思いますが、現時点においてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

 そうした中、有料化実施となった場合には

排出者責任が問われ、それを明確にすること

として、ごみステーション収集を廃止をして

全戸戸別収集にするという自治体もあると伺

っておりますけれども、本市としてはどのよ

うに取り組まれるおつもりか、お伺いをいた

します。 

 さらには、市民への周知を図り一定の理解

を求め、全体としてごみ排出の減量化を進め

るためには、種々の秘策を講ずる必要がある

と考えるところでありますが、ご見解をお尋

ねいたします。 

 次に、交通行政について、お伺いいたしま

す。 

 着実に高齢化が進行する中、快適な暮らし

を支え、市民生活の足をしっかりと守るため

にも、バス路線の適正な配置と計画的な運行

は欠かせないものと考えるところであります。 

 そこで、それらの現状ということで、東線

と南美唄線等について、お伺いをいたします。 

 まず、それぞれの運行便数、及び平均乗車

人数について。 

 次に、運行車両の台数と経過年数、及び走

行距離について。 

 また、年間の修理費の推移については、３

年程度の実績を。 

 さらには、それぞれ利用者の方からいろい

ろな声が寄せられていると思いますが、バス

運行にどのように反映をされてきたのか、お

伺いをいたします。 

 いずれにいたしましても、より顕著に高齢

化社会に突入する中、バス路線の今後の対応

についての基本的な考え方と、広告媒体とし

てのバス活用等について、お考えがあればお

尋ねいたしたく思います。 

 ３点目は、教育行政についてでありますが、

学校の再配置問題等について、お伺いいたし

ます。 

 従前より、中学校については、茶志内中学

校及び西美唄中学校の配置見直しについて、

保護者及び地域の方々と幾度となく協議を重

ねてきたところと思いますが、それらの経過

の内容、及び話し合いを続けてきた経過を踏

まえての一定の時期の見通しについてどのよ

うに考えているのか。 

 また、学校の位置付けについては、それぞ

れの地域においては極めてかかわりが深く、

よって、さらなるきめ細やかな配意が必要と

考えますが、ご所件をお伺いいたしまして、

この場からの質問を終わらせていただきます。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 土井議員の質問

にお答えします。 

 初めに、一般ごみの今後の処理対応等、策

等についてでありますが、有料化の内容につ

きましては、今後の廃棄物減量等推進審議会

からの答申を待ち、具体的な検討を行ってま

いりたいと考えております。 
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 また、収集につきましては、現在、約 1,800

カ所の各戸収集と、約 1,500 カ所のステーシ

ョン収集により行っておりますが、有料化の

契機として各戸の戸別収集とした場合、収集

車の運行距離が大幅に延長となるほか、冬期

間の道路事情などもあるため、すべて戸別収

集することは難しいものと考えております。 

 また、有料化を実施する場合のごみの減量

化を推進するための施策につきましては、ご

み処理基本計画に基づく減量化施策のほか、

他自治体の先行事例などを参考とし、具体的

な方策を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、バス路線の現状と今後の対策につい

てでありますが、初めに、市民バス東線では

５台のバスを保有し、現在、１日 20 路線で

26便運行しており、１便当たり平均乗車人員

は 9.8 人となっております。 

 また、車両の経過年数と走行距離について

は、21 年経過車両が２台で、それぞれ 42 万

キロメートル、18 年経過車両が１台で 55 万

キロメートル、13 年経過車両が１台で 12 万

キロメートル、６年経過車両が１台で 20 万キ

ロメートルとなっており、これらに係ってお

ります年度別の修理費につきましては、平成

15 年度 350 万円、平成 16 年度 390 万円、平

成 17 年度では、12 月末現在で 516 万円とな

っております。 

 利用者の声の反映についてでありますが、

平成 17 年２月のアンケートでは、路線、利用

料金、停留所の位置について、現状のままで

よいとの回答者が 70％を超えておりました。 

 そのほか、便数の要望として、増便の要望

が 52％、現状のままでよい及び減便もやむを

得ないの合計が 48％ございました。 

 いただいたご意見等につきましては、ダイ

ヤや路線等の改正時の参考としているところ

であります。 

 株式会社美唄自動車学校が運行いたしてお

ります、南美唄線及び専修大学線につきまし

ては、車両の運行台数は３台で、24 便で運行

いたしております。 

 次に、今後の対策についてでありますが、

市民バスは市民の皆さんの日常生活に必要な

交通手段として、特にこれからの高齢化社会

において大事な事業と考えております。 

 市民バスの運行にあたりましては、高齢者

に配慮した運行方法や中型バスの運行等、効

率化に努めるほか、利用者の増の対策を講じ

てまいりたいと考えております。 

 また、車内広告等新たな財源確保につきま

しては、市内企業等にＰＲし、募集に努めて

まいりたいと考えております。 

 なお、一般ごみ最終処分場建設の進捗状況

につきましては、市民部長から答弁いたしま

す。 

●議長長岡正勝君 市民部長。 

●市民部長三谷純一君 一般廃棄物最終処分

場建設の進捗状況につきましては、私からご

答弁させていただきます。 

 進捗状況でございますけれども、平成 17 年

度工事のうち、搬入道路につきましては、３

月末をもって路盤工事が完了する予定でござ

います。 

 埋立地造成工事につきましては、３月下旬

から場内造成工事の着工を予定しており、浸

出水処理施設、前処理施設工事につきまして

は、プラントメーカーが現在実施設計を行っ
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ております。 

 今後のスケジュールにつきましては、５月

連休明けに遮水工事等の着工を、また、浸出

水処理施設工事では４月中旬に、前処理施設

工事は５月中旬に、掘削工事などを開始する

こととしているほか、搬入道路の舗装工事な

どは８月以降を予定しております。 

 次に、工事に伴う雨水等の対策につきまし

ては、防災調整地を設置することとしており、

また、道道砂川奈井江美唄線から最終処分場

に至る市道産化美唄線につきましては、平成

19年度に一部整備を予定しております。 

 いずれにいたしましても、最終処分場工事

にあたりましては、周辺の生活環境などに十

分配慮してまいりたいと考えております。 

●議長長岡正勝君 教育長 

●教育長村上忠雄君（登壇） 土井議員のご

質問にお答えいたします。 

 学校再配置問題等についてでありますが、

教育委員会では、少人数化が進む茶志内及び

西美唄中学校の教育環境を整備するために、

地域の方々とこれまで話し合いを進めてまい

ってきたところでございます。 

 これまでの話し合いの中で、保護者からは、

子どもたちの教育環境の変化、学校間の準備

体制の整備、地域住民への説明などに対する

ご意見がありました。 

 なお、配置見直しの時期につきましては、

これまで平成 19 年４月としておりましたが、

話し合いの経過を踏まえ、学校間の準備体制

の整備を図り、子どもたちが不安なくスムー

ズに新しい学校に溶け込めるための十分な準

備期間を設けることや、地域住民の皆様のご

理解とご協力も必要とすることから、平成 20

年４月と見直しせざるを得ないものと考えて

おります。 

 今後、教育委員会といたしましては、保護

者からのご意見にこたえるため、学校間の事

前の交流を図るための体制づくりなどに努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、学校の配置見直しと地域とのかかわ

りについてでありますが、それぞれの学校は、

その歴史や伝統の中で地域とともに歩んでお

り、保護者や地域が協力してさまざまな活動

や行事が学校で行われることも多く、地域に

おける文化交流拠点としての大きな役割を担

っていると考えております。 

 現在、地域の方々と学校見直しについて協

議を行っておりますが、これらのことも踏ま

え、今後において、全庁的に幅広く地域の皆

様とともに検討していかなければならないも

のと考えております。 

●議長長岡正勝君 ７番土井敏興議員。 

●７番土井敏興議員 ただいま、それぞれご

答弁をいただいたわけでありますけれども、

この場から、いま少しお尋ねをいたしたいと

思います。 

 まず、ごみの今後の処理の関係についてで

ありますけれども、しかるべき時期に向け、

有料化ということについて意識をしていった

場合、現在のごみステーションの位置付けを

どうするかも重要になるというふうに考えら

れるわけでありますけれども、1 つのステー

ション当たりの対象世帯数は、現在は平均ど

のくらいになっているのか。 

 また、全戸収集というふうに考えた場合の

収集車の増車といいますか、それはどのくら

いになると考えているのか。 
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 また、一方、現状ステーションを生かすと

いうふうに考えていったとした場合に、排出

する、いわゆる排出者責任という点について

考えたときに、それが明確に識別ができるの

かどうか、非常に不安が残るところになるわ

けですけれども、それらについて、どのよう

にお考えになっているのか、お伺いしたいと

思います。 

 また、さらには、全体の減量化ということ

に向けて、特に生ごみの扱いにかかわるんで

すけれども、これらが問題視される向きが多

くなるわけですけれども、その中において、

ある自治体においては、家庭内及び町内会等

において処理を進めながら、肥料などにして

有効活用しているところについては、草花の

種子、あるいは簡易的な栽培プランター等配

布を行って、いわゆる循環型を旨とする環境

対策に乗り出しているところもあるというふ

うに聞き及んでおりますけれども、本市とし

ても先に向け、具体的にどのようなお考えを

お持ちかもあわせて、お伺いをいたしたいと

思います。 

 次に、バスの関係についてでありますけれ

ども、今後の考え方として、老朽化に伴うそ

の車両の更新はもちろんそうなんですが、民

間活力を導入をするという意味においても、

やはり民間の力あるいは協力を得るという方

向の中で、小回りのきく効果的な考えを持た

なければならないんでないかというふうに思

うわけでありますけれども、また同時に、全

体的にバス利用者も、いまほどお聞きをしま

すと、漸減傾向にあるということが伺えます

ので、アンケート等の結果等を踏まえて、や

はり計画そのものを抜本的に見直し、また利

用者から安心と信頼を得られるような体制の

確立が望まれるわけでありますけれども、同

時に、財源的、財源確保という面からも見ま

して、先ほども申し上げましたように、多様

な広告媒体としてバスをさらに有効活用すべ

きでないかというふうに考えるわけでありま

す。 

 車内外の広告は下より、考え方の１つであ

りますけれども、乗車口に広告差込スタンド

等を設置をして、乗客の方が自由に手に取る

ことができるようにすることなどで、情報面

を含めて利用者に生活面等での利便性を図る

ことなども可能ではないかというふうに思い

ますけれども、改めて、市長のお考えをお伺

いいたしたいと思います。 

 次に、学校の再配置についてでありますけ

いども、同僚議員にもそれぞれご答弁をされ

たわけですけれども、多少重複するところも

あるかとは思いますけれども、お尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

 お答えの中でありました学校間の協議内容

というのはどういったものを指しているのか。 

 また、今後の流れにおける学校間の事前交

流の取り組み体制づくりや、学校間の準備体

制の整備を図るというふうに示されましたけ

れども、その具体的な内容についてお知らせ

をいただきたいと思います。 

 よって、再配置につきましては、保護者及

び児童生徒にとっては最大の関心事でありま

すし、また、校下地域にとっても最重要課題

の１つでもありまして、現状対応はもとより、

事後対策も含め、全庁的にはどのように議論

を深めているのかもお聞きをいたしたいと思

います。 
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 この見直し計画が、今日まで至ってしまっ

た経緯については、いまほど説明をいただき

ましたけれども、今朝の新聞報道からしても、

私が感ずるところ、教育委員会内において、

基本的な考え方としての姿勢や内容について

十分に練り上げきれていなかったがために、

保護者及び地域の方々に理解や信頼をしっか

りと得られる状態には至っていなかった嫌い

はないかという感がしているところでありま

すけれども、これらを踏まえて、いわばしか

るべき時期をめざされたという形の中で、い

ま一度どのようなお考えの下に今後望まれる

おつもりなのか、教育長にお伺いをいたしま

す。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君 土井議員の質問にお答え

します。 

 初めに、ごみの収集等についてであります

が、ごみステーションの使用対象世帯につき

ましては、１つのステーションにつき約７世

帯が使用しており、全世帯の個別収集を行っ

た場合、冬期間の収集や収集時間の問題等も

ございますが、おおむね２台から３台の増車

が必要となることから、個別収集については

難しいものと考えているところでございます。 

 また、ステーションを継続した場合の排出

者責任の問題につきましては、市民の皆様に

排出者としての意識の高揚を図っていくとと

もに、不適切な排出がないように、３Ｒ推進

員との連携をとりながら対応していきたいと

考えております。 

 生ごみの有効利用につきましては、ごみの

減量化を推進する上で必要なことであり、堆

肥化などの具体的な取り組みを市民の皆さん

に周知し、普及してまいりたいと考えている

ところでございます。 

 次に、市民バスの今後の対策についてであ

りますが、利用者の利便性と安全性を基本と

して効率的な運行を図るため、バスの規格、

運行方法や運営体制について、今後検討して

まいりたいと考えております。 

 また、車内広告につきましては、多種多様

な広告媒体について検討してまいりたいと考

えております。 

●議長長岡正勝君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 土井議員のご質問にお

答えをいたします。 

 該当する学校間の協議内容等についてでご

ざいますけれども、これまで、該当する各学

校が事前に十分な連携体制の下に、具体的な

取り組みをどう行っていくかということにつ

きまして、意見交換を行ってきたところであ

ります。 

 今後におきましては、該当する学校間でス

ムーズな合流に向けての準備体制を組織化す

るなどして、「生徒間の交流」、「各校を意識し

た教育課程の編成」、「生徒の不安を解消する

ための指導のあり方」などを確立していかな

ければならないものとこのように考えており

ます。 

 教育委員会といたしましては、学校と保護

者、並びに地域の皆さんとの信頼関係のもと

に、適正配置に向けた環境整備を行ってまい

ります。 

 また、学校の配置見直しと地域とのかかわ

りにつきましては、先ほども申し上げました

ように、この配置の見直しは地域にとりまし

ては、まことに重大なことであります。 
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 こういったことから、地域の皆さんの声を

お聞きしながら地域の現状、将来見据えた検

討を全庁的に進めてまいりたい、このように

考えているところでございます。 

 この学校の配置の見直しにつきましては、

道内でもいろんな事例ございまして、これま

で私聞いた中では、小規模が進む中で統合に

ついて話をしたところ、地元から大変な反対

にあったということで、もう手をつけないと

いうことで放っておいたという教育委員会も、

これまで道内の中に幾つかあります。 

 何年かして保護者の方から、もう合併して

くれないかということの申し出があったと、

それでそういった作業に進んだということも

聞いております。 

 私は、そこまで学校を放っておくというこ

とは、これは教育行政として、怠慢とまでは

行かないけれども、やはり地域の子どもをど

う育てるかということをですね、やはりもっ

と真剣に考えるべきでなかったのかなとそん

なふうに考えております。 

 これは私、いま資料ちょっと持ってきてお

りませんけれども、札幌の例でございます。 

 昨年、札幌市で、小学生中学生を対象にア

ンケート調査をいたしました。 

 このときに、単純な質問で、小学生に対し

て「いま、皆さんにとって一番大切なものは

何ですか」と聞いたところ、子どもたちは、

まず一番大切なものは「勉強することだよ」

と、小学生が言いました。 

 ２つ目に大切なことは、「友達と遊ぶこと

だ」、「友達を持つことだ」、同じぐらいで、「親

の言うことを聞くことだ」ということもあり

ましたけれども、そういったことが上位を占

めているということなんです。 

 これが中学生になりますと、やはり一番に

出てくるのが「友達を持つこと」、これがやっ

ぱり一番に出てきている。 

 「勉強すること」も、その次に続いている

ようでございますけれども、これは札幌市の

例でございますけれども、これはいまどきの

子どもの考えというのは、100 万都市であろ

うが３万都市であろうがそんなに変わるもの

は、多少変わるかもしれませんけれども、そ

んなに変わるものではなかろう。 

私もやはり子どもは、これまで繰り返して

言ってきておりますけれども、一定規模の中

で切磋琢磨しながら育つことが大切であると

いうこの基本的な考え方のもとにこれまで作

業を進めてきたわけでございまして、これか

らもこのことについては変わるものではござ

いません。 

 いずれにいたしましても、私ども教育委員

会といたしましては子どもたちが不安なく安

心して学校生活を送ることができるように、

保護者や地域の住民の皆さんのご理解を得る

ために学校と連携を図り、学校生徒間の交流

などの準備を行って、配置見直しの実施に向

けてのスケジュール含めて、しっかりした考

え方を持って積極的に話を進めてまいりたい、

このように考えているところでございます。 

●議長長岡正勝君 次に移ります。 

 11 番古関充康議員。 

●11 番古関充康議員（登壇） 平成 18 年第

１回定例会にあたり、大綱２点について、市

長並びに教育長にお伺いをいたします。 

 道は、過日、2006 年当初予算案を出したわ

けであります。 
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 一般会計で、2005 年度よりも 5.8％減の２

兆 7,604 億円、12 年前の 1994 年度の水準に

戻る超緊縮型の予算だと、減少率も過去最大

であると。 

 これは、道が赤字再建団体に転落回避のた

めであって、聖域なき削減にしたとこういう

ことでございます。 

 1,800 億円に上る収支不足を、これにより

1,250 億円を解消したが、問題の人件費の大

幅削減と道民の負担増も目立っている。 

 また、特別会計を含めた総額は３兆 3,731

億円となり、厳しい財政状況であるとこのよ

うに発表されております。 

 そこで、当市の 2006 年度の予算案が、概要

が示されたわけであります。 

 一般会計 186 億 9,000 万円、特別会計を含

む総体で360 億 2,748 万円、前年に対し4.7％

のプラス予算案であります。 

 そこで、本会議に提出された市政執行方針

の演説にありましたように、平成 18 年度の所

信について、これから伺ってまいりたいと思

います。 

 市長は、平成16年10月に市長に就任以来、

１年５カ月が経過したのであります。 

 この間、経済や国の構造改革、雇用情勢、

地域医療の問題等厳しい環境下で、自立に向

けた人づくり、まちづくり、土台づくりなど、

「生き活き美唄」づくりに取り組んできたわ

けであります。 

 そこで、１点目として、基本的な考え方に

ついて、お伺いするものであります。 

 こうした中で、地域資源の再生やともに支

えあう地域づくり、また、国から地方、官か

ら民への移譲など大きな変化がある中で、道

内の地域経済や財政は厳しい状況のままであ

ります。 

 これは、道の財政状況も踏まえた考え方や、

少子高齢化や人口の減少など新たな時代に突

入する中で、地域の課題にどのように対処す

るのか、また、これから美唄づくりについて

も、どのような知恵を出すのか。 

 住民に対する市長の公約、決意を表明する

場でもありますので、お示しをいただきたい

と思います。 

 ２つに、市政執行の基本姿勢についてであ

ります。 

 21 世紀まちづくりプランの掲げる都市像、

「人かがやき 夢ひろがる 美しき唄のまち」

これを実現するため、後期基本計画の重点施

策である福祉・環境・交流や経済振興に取り

組むとありますが、社会経済情勢の変化など

を踏まえた具体的な取り組みや考え方につい

て、お伺いをするものであります。 

 また、自立と協働のまちづくり、後期基本

計画などと、重要政策課題との整合性や事務

事業評価のシステム、これらによる進行管理、

人、まち、土台の柱など基本的考え方につい

て、わかりやすくお示しをいただきたいと思

います。 

 ３つに、重要課題の対応についてでありま

す。 

 当市においては、厳しい医療環境であり、

これらを再構築するため、地域医療ビジョン

の実現に向けてあらゆる関係機関との協議や

マスタープランを策定するとありますが、そ

の実的根拠と体質についてお示しを願いたい

と思います。 

 また、生活安全条例の制定や、災害対策、
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防災マニュアル、これらの見直しに取り組む

としているが、その内容をお示しいただきた

いと思います。 

 また、自立と協働のまちづくりでは、住民

すべての人々が地域のことを考え、それぞれ

の役割を担いながら情報を共有し、信頼のも

とで主体的に活動ができるよう、まちづくり

に関する指針の策定など、自立と協働のまち

づくりについて取り組むとしておるわけでご

ざいますが、これは何を基本として指針の策

定に生かされていくのかについて、お伺いす

るものであります。 

 また、地域経営については、行政としての

分野、住民の理解のもとコミュニティ活動の

展開の必要性、地域公共施設運営、これは指

定管理者制度の導入であります、ボランティ

アなど、協働のまちづくりを推進するとある

が、地域の理解や住民の意識についてどのよ

うな状況にあるのか、お伺いをするものであ

ります。 

 また、自治体経営基盤の強化について、本

市の財政状況は三位一体改革と景気の低迷に

より、歳入が厳しい状況にありますが、市税

収納対策、行政のスリム化、歳出の抑制など

経営基盤の強化に努めるため、どのような政

策課題があり、どのように取り組んでいかれ

るのか、お伺いするものであります。 

 ４つとして、主要施策と課題等について、

お伺いをいたします。 

 初めに、やさしさと健康のまちづくりにつ

いてであります。 

 福祉のまちづくり条例に基づいて、ライフ

ステージに応じた健康づくり、子どもから高

齢者まで安心できる健康のまちづくりとある

が、その実態と市民意識をお伺いするもので

あります。 

 地域福祉ネットワーク事業と、市民ささえ

合い推進委員会の活動と地域力の向上につい

て、具体的にお示しもいただきたいと思いま

す。 

 子育て支援については、ファミリーサポー

トシステムの実態と子育て支援の連携につい

て、お伺いをするものであります。 

 健康づくり、びばいヘルシーライフ 21、こ

れに基づいて育ちへの支援、青壮年期の生活

改善、生活機能の取り組み、地域展開と総合

的な健康づくり、これについてもお伺いいた

します。 

 また、高齢者福祉、障がい者福祉について、

要介護状態の予防、予防重視型システムの転

換、地域包括支援センターの設置、統一的な

介護予防、マネジメントの実態について、そ

の実態をお知らせ願います。 

 さらに、障がい者の自立について、支援体

制の強化、サービスの一元化、利用者負担の

見直し、生活支援事業の創設など、これらの

内容についてもお伺いするものであります。 

 次に、快適な暮らしを実現するまちづくり

についてであります。 

 くらしやすい環境づくりには、都市基盤整

備や生活環境の充実が大切であります。 

 このため、美唄駅周辺土地区画整備事業も

おくれることなく推進しなければならないわ

けであります。 

 また、交通では、市民バスは効率的に運行

の確立が必要であります。 

 また、上水道では、安全で安定した飲料水

の提供など、ミスのない危機管理が必要と考
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えますが、これらに対しても伺うものであり

ます。 

 さらには、危機管理では国民保護法、要は、

美唄市国民保護計画を策定するとありますが、

基準となるものや基本的な考え方についての

み、お伺いをいたしたいと思います。 

 次に、人と自然が調和したまちづくりにつ

いてであります。 

 環境保全については、環境政策、理念、方

向性などを見定める美しきまち条例を制定す

るとありますが、これらについても考え方を

お伺いしておきます。 

 また、廃棄物処理にかかわる負荷の低減な

ど、費用負担について、先ほども同僚議員に

ありましたけれど、有料化に対する考え方に

ついてもお伺いをするものであります。 

 次に、豊かで活力のある産業の広がるまち

づくりについてであります。 

 景気低迷による厳しい経営環境が続く農商

工の振興、活力ある企業づくりに対する考え

方をお伺いするものであります。 

 交流促進機能分野では、地元農産品・特産

品を備えた道の駅の整備について、具体案か

ら実行の段階までの手順について、また、中

心商店街活性化については、基本計画を踏ま

えた方策、これらの方向性、時期などについ

て、お伺いするものであります。 

 次、大綱２点目、教育行政執行方針につい

てであります。 

 １つは、教育委員会の主要方針についてで

あります。 

 いまの社会は、科学技術の進歩やグローバ

ル化が進み、価値観の多様化や自己の発想、

選択など、環境が大きく変貌してきておるわ

けであります。 

 こうした教育制度を取り巻く環境も、地方

の役割が強く求められておりますが、地方自

治体も少子高齢化の中にあって、厳しい状況

下であります。 

 しかし、市民が健やかに心豊かに暮らすこ

とが大切であります。 

 このようなことから、スポーツ、芸術、文

化を日常的に暮らしの中で実践することが大

切であり、誰もが自然に根ざした生涯学習の

構築を図ることが重要であります。 

 これらの考え方をお伺いするものでありま

す。 

 また、美唄まちづくり後期計画とあわせ、

美唄生涯学習推進計画、この基本のもと、個

性と創造性に富む人づくりを推進し、希望の

持てる環境づくりが大切であります。 

 このことから、地域の要望等も視野に入れ

た政策の取り組みが大切と思うが、考え方を

お伺いするものであります。 

 ２つに、学校教育についてであります。 

 幼児期の教育では、基本的な生活習慣から

１人ひとりの自性に応じた適正な指導を行う

とともに、地域との交流を通して教育の充実

を図る。 

 また、小中学校では、人格の完成をめざす

という教育の目的に向け、生徒が自ら学び、

考える力や学力の豊かな人間性と、たくまし

く生きる健康、体力を育てる教育が大切とし

ているが、小学校で人格の完成ができるのか

どうか、これについても伺うものであります。 

 また、自ら学び考える力がこれらで育つん

だろうか、これについても伺うものでありま

す。 
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 地域公開し、自己評価・外部評価など積極

的に公表する開かれた学校づくりや、地域世

代間交流で地域と学校との連携を行う、これ

により信頼された学校づくりや、地域の特色

のある教育を展開するとあるが、どんな指導

要領と、何を基準として特色ある教育として

いるのか、伺うものであります。 

 また、今年より、小中学校で標準学力検査

に基づき、客観的なデータ、到達度、理解度

の分析や指導の仕方、指導体制の工夫を行う

とあるが、できる子、できない子の差別指導

につながるんではなかろうか、これについて

も伺うものであります。 

 また、総合的学習においては、国際理解に

関する学習の推進、また、社会体験を通した

福祉教育やコンピュータ情報機器による情報

教育、図書館を活用した学習活動の確立とあ

るが、当市の実態について伺うものでありま

す。 

 また、社会ルールの問題から、道徳の涵養

が必要な時代、発展段階に即した道徳教育の

実施など生徒指導総合連携推進事業の活用と

あるが、どのようなカリキュラムがあるのか、

また、事業内容について伺うものであります。 

 また、今日的課題である不登校児童の指導

については、地域、家庭、学校での連携指導

対策について、状況を伺うものであります。 

 また、児童の安全確保の面では、全国的に

多発しているが、日常の危機管理のあり方、

防犯教室、避難訓練、登校時・下校時の防犯

体制について、この確立などについて伺うも

のであります。 

 また、教職員の資質の向上、意識改革の研

修について、どのような研修指導教室を行っ

ているのか、これについても伺うものであり

ます。 

 高校教育について、進路志向の多様化につ

いても、専修大学との教育交流、インターン

シップ事業のあり方、奨学資金の活用など、

実態について伺うものであります。 

 ３つに、社会教育についてであります。 

 社会はいま、激しく変化している。市民が

自由に自分で合った方法で学ぶことができる

生涯学習社会が大切であります。 

 教育委員会ホームページなどを活用し、美

唄市民カレッジ事業があるわけでありますが、

これらはどのくらいの人が利用し、年代、継

続年数など、実態について伺うものでありま

す。 

 また、青少年の健全育成では、心豊かな青

少年の育成のため、家庭、学校、地域が連携

し、教育力を高めることを対象とした教育施

設の開放が大切であります。 

 利用の子どもの実態を伺うものであります。 

 青少年センターについては、青少年の問題

行動の防止のため、家庭、学校、地域との連

携とあるが、同じような対策ではなく違った

方策も必要と思うが、これらについてもお伺

いをするものであります。 

 芸術、文化の振興は、美唄市民劇場の主催

した文化事業の促進、すぐれた芸術文化の推

奨、芸術の拠点であるアルテピアッツァ美唄

の効率的な活用など、今後の施策についても

伺うものであります。 

 美唄の郷土、歴史についても、美唄のまち

を知り理解することが大切であります。 

 市民の文化講座を開催し、美唄の交流を深

めるためにも必要であるが、これについても
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伺うものであります。 

 ４つには、社会体育についてであります。 

 社会体育については、健康で明るく活力の

ある生活ができるよう、指導者の育成、確保

などを含め、いつでも体力に合わせた目的、

趣味、技術、年齢などで気軽に楽しめる生涯

スポーツが大切であります。 

 このことを進めていくためには、特にＮＰ

Ｏ法人体育協会を中心とした体育指導員の体

育指導委員会や団体、関係機関などと連携し、

誰もが参加できることが大切な要因でありま

す。 

 高齢者から障がい者までが、それぞれの立

場でスポーツに親しむことができるよう、取

り組んでいくべきと考えますが、今後どのよ

うにして取り組んでいくのか、お伺いするも

のであります。 

 また、スポーツの拠点、総合体育館を核と

して、安心・安全で、自由にそして快適にス

ポーツができることが一番大切なことだと思

います。 

 幸いにして昨年、陸上競技場のトイレが改

修整備され、更に平成 18年、今年度には市営

球場の屋外トイレの改修も予定されておりま

す。 

 これらが整備されることにより、市内外か

ら数多くの大会が開催されることとなること

から、利用者の利用促進につながるものと、

このことについては感謝をしておるところで

ございます。 

 以後、今後においても、これらの施設利用

について、さらなる利用者の利用促進を図っ

ていくべきと考えますが、どのように進めて

いくのかお伺いをするものであります。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 古関議員の質問

にお答えします。 

 初めに、市政執行方針について、基本的な

考え方についてでありますが、市町村行政を

取り巻く状況を見ますと、国においては「国

から地方」へ、「官から民」へといった構造改

革の取り組みが進められ、北海道においても、

道州制や支庁制度改革とともに新たな市町村

合併の枠組みが検討され、基礎自治体である

市町村が地域における行政サービスの中心的

な役割を担うべく、事務・権限の移譲が進め

られております。 

 また、経済状況は、全国的には緩やかな景

気回復を続けていると言われているものの、

道内の経済・雇用情勢は、依然として厳しい

状況にあり、本市の財政状況も長引く景気の

低迷等により、市税や地方交付税などの歳入

が減少するなど、深刻な状況となっておりま

す。 

 私は、このような時代にあっては、しっか

りと足元を見据え、活力のある、そして安全

で安心な暮らしを実現するまちづくりを、市

民の皆さんとの協働により一歩一歩着実に進

めることが極めて大切であると考えておりま

す。 

 そのためには、美唄に暮らす私たち１人ひ

とりが課題解決に向けて知恵を出し合い、挑

戦していくことが大切であり、時代の変化や

改革に伴う試練を乗り越えながら、市民の皆

さんとともに安心な暮らしと明るい希望が持

てる自立した地域づくりをめざし、先頭に立

って行動する決意であります。 

 次に、市政執行の基本姿勢についてであり
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ますが、私は、まちづくりを推進する上で、

美唄 21 世紀まちづくりプランを基本に、まち

の活力づくりに取り組むこととしており、後

期基本計画では、「福祉」、「環境」、「交流」及

び「経済振興」を重点施策として掲げ、今後

のまちづくりに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 「福祉」では少子高齢化が進行する中、市

民誰もが住みなれた地域でいつまでも安心し

て暮らしていけるまちづくりが必要であり、

地域医療体制の構築や地域福祉等の充実に努

めてまいります。 

 「環境問題」は、市民１人ひとりが自覚と

行動を積み重ねていくことが大切であり、環

境に負荷のかからない生活様式への転換や、

貴重な自然環境を守っていくことが重要であ

ることから、循環型社会の構築をめざします。 

 「交流」は、文化や芸術、産業、経済、ま

ちづくりなど、さまざまな分野で相互に影響、

効果を与え合うことでまち全体に活力を生み

出すことから、多様な交流の展開を図ってま

いります。 

 「経済振興」は、市内経済の再生に緊急に

取り組む必要があるため、産業間の結び付き

を強めるとともに、農業を中心に安全・安心

な農産物生産による消費者に信頼される産地

づくりなどに取り組んでまいります。 

 また、後期基本計画は、前期計画の経過と

実績をもとに、「自立と協働のまちづくり」を

テーマに策定したところであり、計画推進に

あたりましては事務事業評価を継続し、より

効率的・効果的な市政の運営を行ってまいり

ます。 

 私は就任以来、ふるさと美唄の自立に向け

て美唄らしい福祉のまちづくりや、地域資源

を生かした多様な交流の展開など、まちの活

力づくりに取り組んでまいりました。 

 私の考える美唄の活力づくりは、１つに、

「生き生きとした人づくり」であります。 

まちづくりを支える原動力は人であり、生

き生きとした人づくりを進めてまいります。 

 ２つに、「活き活きとしたまちづくり」であ

ります。 

 まちの活力は、経済活動が基盤であると考

えており、本市の自然・文化・産業など、あ

らゆる地域資源や特性を生かした自立的・内

発的な産業の振興に取り組んでまいります。 

 ３つは、「生き活き美唄」の土台づくりであ

ります。 

 本市を取り巻く環境は非常に厳しいものが

ありますが、美唄の土台づくりのため、自治

体経営基盤の強化とともに自立と協働のまち

づくりを進め、元気な地域づくりに取り組ん

でまいります。 

 次に、重要課題への対応についてでありま

すが、初めに、地域医療につきましては、本

市の医療を取り巻く環境が医師不足などによ

り大変厳しい状況にありますことから、医療

体制の再構築は最も重要な政策課題と認識し

ております。 

 現在、地域医療ビジョンの実現に向けて労

働者健康福祉機構をはじめ、関係機関等と話

し合いを進めているほか、新しい病院の開設

に必要な調査等を行い、マスタープランを策

定していくこととしております。 

 次に、生活安全条例については、個人の生

命、身体、又は財産に危害を及ぼす犯罪や事

故等に関し、市民、関係行政機関、地域活動
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団体、事業所等と市が、それぞれの役割を明

らかにすることにより、安全で安心して暮ら

せるような地域社会の実現を図ることを目的

とするものであり、年度内に制定してまいり

たいと考えております。 

 また、防災マニュアルの見直し等につきま

しては、国民保護計画にあわせて、平成 18 年

度中に美唄市地域防災計画を見直すこととし

ております。 

 次に、「自立と協働のまちづくり」について

は、地方分権、住民自治を基本とした「協働」

に関する共通のイメージを持ち、市民の皆さ

んとともにまちづくりへの意欲と心構えを持

って進んでいく必要があると考えております。 

 このため現在、まちづくり基本条例（仮称）

の検討作業を行っており、この条例の中で市

民参加や協働のまちづくりについての理念や

原則を明確にし、さらにこれに基づいた「指

針」を策定し、「企画・立案」「実施」「評価」

という各段階において、協働によるまちづく

りを進めていきたいと考えております。 

 次に、これからの地域経営については、行

政が責任を負うべき分野と、住民の自発的コ

ミュニティ活動にゆだねられるべき分野を見

きわめ、地域社会の中に自治の意識が根付く

ような取り組みが必要と考えます。 

 本年４月からは、一部公共施設の管理運営

をＮＰＯや町内会などの自治組織にゆだねる

こととしており、引き続きボランティアやＮ

ＰＯなどによるまちづくりへの参加促進に取

り組むなど、協働のまちづくりを進めてまい

ります。 

 次に、自治体経営基盤の強化については、

本市はこれまで、行財政改革を進めてまいり

ましたが、財政状況は極めて厳しい状況にあ

ります。 

 このため、市税滞納者に対し行政サービス

等の制限を行うなど、収納対策の強化を図る

ほか、受益と負担の見直しを進め、公共サー

ビスの再編や指定管理者制度の導入を推進し

ながら、行政のスリム化など行財政改革を引

き続き推進してまいります。 

 次に、主要施策と課題等についてでありま

すが、初めに、「やさしさと健康のまちづくり」

についてであります。 

地域福祉ネットワーク事業については、「地

域福祉計画」に基づき、これまで世代間交流、

健康づくり事業などに対して支援してきたと

ころであり、引き続き地域の生活課題に住民

自らが取り組む体制や事業活動に対し支援し

てまいります。 

 また、「市民ささえあい推進委員会」では､

これまでの経過を踏まえ、地域福祉を推進す

る上で、地域力の向上が必要との考えから、

地域リーダーの育成を計画しているところで

あり、これらの取り組みを支援してまいりま

す。 

 子育て支援につきましては、市民の方々が

持っている力を結集し、地域で育児援助を行

う会員で組織されたファミリーサポートシス

テム「ゆりかご」を、本日立ち上げたところ

であります。 

 この組織は、地域において子育て支援を推

進する組織であり、市といたしましても、今

後も提供会員の育成など、団体と協働・連携

を図りながら、子育てネットワークづくりを

推進してまいりたいと考えております。 

 健康づくりでは、発達支援の必要なお子さ
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んや、育児不安を抱えている保護者の方々に、

乳幼児健診や家庭訪問等を通して親子が健や

かに成長できるよう支援の充実を図るととも

に、生活習慣病の発症が若年化している現状

から、基本健康診査や、生活習慣改善教室の

対象年齢を引き下げるなど、早期改善に取り

組みます。 

 また、要介護に移行する要因となる転倒等

のリスクを有する高齢者の方々に対して、Ｉ

Ｔや集合教室等により、改善に向けた取り組

みを地域の方々とともに進めるほか、保健推

進員など健康づくり組織との協働により、東

地区めだかの学校や健康教室を地域に展開す

るなど、ライフステージに応じた健康づくり

を総合的に進めてまいります。 

 高齢者福祉についてでありますが、介護保

険制度改革により、介護が軽度の方への新予

防給付や、要支援になる前の高齢者に対する

予防対策である地域支援事業に創設されるこ

ととなり、こうしたサービスが一貫性、連続

性のある総合的な介護擁護システムとして確

立するために、「地域包括支援センター」を本

市も新たに開設することとしており、介護予

防事業の一層の推進を図りたいと考えており

ます。 

 障がい者の自立についてでありますが、障

害者自立支援法の施行に伴い、サービス利用

のための手続きや基準の透明化・明確化を図

るほか、福祉サービス等の費用負担は、国、

道の義務的負担とし、費用の一割は基本的に

サービス利用者の負担とするなど負担構造の

変更がございます。 

 サービスの仕組みにつきましても、介護給

付、訓練等給付、自立支援医療、補装具費の

支給などの自立支援給付と、相談支援事業、

コミュニケーション支援、日常生活用具の給

付など、市町村が行う事業としての地域生活

支援事業で構成され、自立支援給付は一部を

除き４月から、地域生活支援事業は 10 月から、

それぞれ施行されることとなっております。 

 次に、「快適な暮らしを実現するまちづく

り」についてでありますが、暮らしやすい環

境をつくるため、引き続き駅周辺や道路網、

上下水道などの都市機能の整備を進めてまい

ります。 

 銀河通のアンダーパスについては、本年 12

月開通をめざし着実に整備を進めるほか、市

民バスの効率的な運行を確立するため、民間

事業者を含めた運行手段と方法を検討してま

いります。 

 上水道事業では、有収率向上と耐震化を図

るために、老朽配水管や導水管の改良を進め

てまいります。 

 また、昨年の水道事故の教訓をもとに、こ

れまでの水道施設の災害・事故にかかわる応

急対策を定めている「災害事故対策基本方針」

や、「水道施設事故対策マニュアル」の見直し

をしたところであり、今後とも安全で安定し

た飲料水の供給に努めてまいります。 

 美唄市国民保護計画は、外国からの武力攻

撃事態やテロなどの緊急対処事態に備え、国

において基本指針が定められ、この指針を受

けて北海道が国民保護計画を策定し、この計

画との整合性を図りながら市が策定しようと

するものであります。 

 この計画は、警報の伝達、避難住民の誘導、

関係機関の調整、その他の住民の避難に関す

る措置の実施、救援の実施、安否情報の収集
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及び提供などについて定めるものであります。 

 次に、「人と自然が調和したまちづくり」に

ついてであります。 

 「美しきまちづくり条例」は、本市の環境

政策の基本となるよう、また、空き缶等の散

乱を防止し、美しいまちづくりを進めるため

の指針となるよう、制定に取り組むものであ

ります。 

 また、ごみの有料化は、ごみ処理に要する

財政負担の軽減だけでなく、ごみ排出量を減

少させ環境に与える負荷の軽減につながるも

のと考えており、今後、廃棄物減量等推進審

議会の議論経過を踏まえ、また、これまで有

料化を実施している先進事例、排出者責任の

原則や負担の公平等を十分考慮しながら検討

してまいります。 

 次に、「豊かで活力ある産業が広がるまちづ

くり」についてでありますが、農業において

は昨年 10 月、国が「経営所得安定対策等大綱」

を決定し、平成 19 年度から「品目横断的経営

安定対策」などが講じられることとなったこ

とから、関係機関、団体と連携し、担い手の

育成・確保をはじめ、基盤整備の推進や、農

産物高付加価値化や差別化、さらには地産地

消や食育の推進などに取り組み、本市の地域

経済を牽引する基幹産業として、足腰の強い

農業を築いてまいりたいと考えております。 

 活力ある企業づくりについては、産業の振

興は欠かせない重要な課題であり、個々の企

業や生産者などがそれぞれの役割や目的に向

かって、問題意識を持ちながら活動すること

が大切であります。 

 特に、企業にとって人材は大きな財産であ

ることから、中小企業等人材養成事業の充実

を図るとともに、新たな事業展開や新製品・

新技術の研究開発に引き続き支援するなど、

商工業の振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、「食の駅」につきましては、地域情報

を発信し、食を味わい地域を学ぶことのでき

る機能を備えた「道の駅」の整備に向けて、

関係機関・団体などの意見を伺いながら具体

的な施設の内容や、候補地の検討を進めてい

くこととしております。 

 中心市街地活性化につきましては、中心市

街地活性化基本計画の中に、市街地の整備改

善のための事業と、商業等の活性化のための

事業に分けて計画しており、これらの中には、

すでに実施している事業も含まれていますの

で、今後の事業指針については、本年１月に

設立されました「美唄ＴＭＯ推進協議会」な

どと連携しながら取り組んでまいりたいと考

えております。 

●議長長岡正勝君 教育長。 

●教育長村上忠雄君（登壇） 古関議員のご

質問にお答えいたします。 

 初めに、教育委員会の主要方針についてで

ありますが、子どもから高齢者までの市民の

皆さんが、主体的に教養・芸術文化、スポー

ツなどを住みなれた地域で学び続け、その成

果を地域社会の中で生かし、心豊かに生活す

ることができる生涯学習社会を構築していく

ことは、これからの美唄市のまちづくりにと

りましても極めて重要なことであると考えて

おります。 

 このため、教育委員会といたしましては、

学校や家庭、そして地域や関係機関・団体等

との信頼関係を確立しながら、それぞれの役
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割と責任を明確にしてしっかりとした取り組

みを推進してまいりたいと考えております。 

 学校教育、社会教育、社会体育、それぞれ

の分野において、大人も子どもも学び育ち合

うものであります。そして、その育ち合うパ

ワーが地域づくり、まちづくりに通じていく

ものであり、こういった考え方を基本に教育

行政の執行に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、学校教育についてでありますが、教

育の目的について、教育基本法の第１条では

「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国

家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、

個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ､

自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の

育成を期して行わなければならない。」このよ

うに明記されております。 

 これがすべての教育の目的であり、義務教

育においても同様と考えているところでござ

います。この目的に沿って、学校教育を進め

ていこうとするものでございます。 

 次に、「自ら学び考える力」についてであり

ますが、いま求められている「生きる力」の

知の側面である確かな学力は、知識・技能の

習得だけでなく、思考力や判断力、そして学

ぶ意欲等も含めたものであります。 

 小中学校においては、特に体験的な学習や

実体験に則した理解を促進するなど、児童生

徒が主体的に学ぶ資質を身につけることが重

要であると考えているところでございます。 

 次に、特色ある教育についてでありますが、

地域の実態や児童生徒の発達段階に即した教

育活動を展開することは、多様なニーズにこ

たえ、信頼される学校づくりを進める上で最

も大切なことと受けとめております。 

 このようなことから、学校が積極的に地域

へ情報発信し、開かれた学校づくりに努める

ことが特色ある教育を推進していくことにつ

ながっていくことと考えております。 

 次に、標準学力検査についてでございます

が、子どもたちの学習状況を的確に把握する

ことは、指導のあり方を工夫改善する意味で

非常に重要なことであります。 

 客観的データを得ることにより、指導方法

の改善に向けた手がかりを得ることが可能と

なり、子どもたちの学習に還元できるものと

考えております。 

 次に、総合的な学習の時間についてであり

ますが、各学校は地域や学校、児童生徒の実

態等に応じて横断的・総合的な学習や、児童

生徒の興味関心等に基づく学習など、創意工

夫を生かした教育活動を展開しており、自ら

学び考える力や、よりよく問題を解決する資

質等の育成を図っているところでございます。 

 次に、生徒指導総合連携推進事業について

でありますが、児童生徒の問題行動等の予防

や、解決と健全育成に向けた地域ネットワー

クづくりを基盤に、効果的な対応策を確立す

ることとして、平成 18 年度から 19 年度まで

の２年間国の委託を受け、今日的課題である

生徒指導上の諸課題について、基礎的な調査、

分析及び実践的な活動を行うものでございま

す。 

 次に、不登校児童生徒の指導についてであ

りますが、何らかの心理的・情緒的要因によ

り登校しない、あるいはしたくてもできない、

いわゆる不登校児童生徒に対しましては、家

庭及び学校との連携のもとに、現在２名の専
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任指導員が適応指導教室において個別指導を

行っております。 

 定期的に、学校訪問や保護者等の教育相談

を行うとともに、児童相談所等の関係機関と

の連携を図り、学校復帰へ向けた取り組みに

努めているところでございます。 

 次に、児童の安全、防犯体制についてであ

りますが、各学校では、不審者等に対応した

避難訓練や防犯教室を開催するなど、具体的

な対処法や日常的な危機管理意識の高揚を図

るための取り組みを進めているところでござ

います。 

 登下校時に児童生徒が被害者となる事件が

全国的に多発していることから、関係機関及

び団体が一堂に会し、危機管理意識の共有化

を図るための緊急対策会議を、１月 31 日に開

催したところでございますが、今後、さらに

地域や関係機関等との連携を深め、地域ぐる

みで子どもの安全を守る体制づくりに努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、教職員の研修についてでありますが、

「教育は人なり」と言われるように、直接学

校教育に携わる教師の果たす役割は極めて大

きいことから、教職員の資質の向上は非常に

重要なことと考えております。 

 教職員が共同して取り組む校内研修を活性

化させるとともに、北海道教育委員会や空知

教育センターが開催する各種研修会等への積

極的な参加を奨励するなど、研修の充実に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、高校教育についてでありますが、美

唄市内の高等学校では、就業体験や物づくり

授業など特色ある教育が推進されており、教

育委員会といたしましては、市内高校と中学

校の進路指導担当者の意見交流の機会を設け

るなど、連携に努めているところでございま

す。 

 さらに、本年度から、専修大学と市内高校

の教育交流が行われるなど、教職員間での教

育研究交流等がより一層促進されることに期

待しているところでございます。 

 なお、高等学校への奨学金の活用状況につ

きましては、平成 17 年度は７件であり、今後

もその支援に努めてまいります。 

 次に、社会教育についてでありますが、平

成 14 年度以降実施してまいりました美唄市

民カレッジ事業につきましては、市や各種団

体が主催する文化講座や、コンサートなどの

参加実績で単位を認定する方式をとってまい

りました。 

 今年度につきましては、美唄の歴史、食と

の農、ニュースポーツ「カローリング」など

体験型の講座を含め６講座を開催し、定員に

ついては 30 名を公募したところ、定員を超え

る申し込みがございました。 

 年齢につきましては、31 歳から 75 歳まで

幅の広い年代の方々の参加があり、終了後の

アンケートでは、多くの方から高い評価をい

ただいておりますことから、平成 18 年度につ

きましては、今回いただいたご意見などを参

考に、内容を更に充実してまいりたいと考え

ております。 

 社会教育施設の利用実態につきましては、

小・中学校の体育館をはじめ総合体育館、温

水プールなどの年間利用者数は約４万人とな

っておりまして、土曜日の無料開放による施

設利用は、約 1,900 人でございます。 

 次に、青少年の問題行動の未然防止につき
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ましては、これまで青少年センターが中心と

なり、学校の生徒指導担当者や警察などと、

不審者情報や喫煙などの非行問題に関する情

報交換や街頭指導を行ってまいりました。 

 平成 17 年度は新たな試みとして、中学校と

高校生の指導担当者により、問題事例の状況

把握や情報の共有化などを行い、指導の連携

強化を図ってまいりました。 

 また、青少年センターが主体となって行っ

たコスモス通の夜間巡視は、その後、地域の

自発的な取り組みとして引き継がれており、

今後とも関係団体と連携し、問題行動の状況

に応じてきめ細やかな取り組みを推進してま

いりたいと考えております。 

 芸術・文化の振興につきましては、芸術・

文化に親しむことは人々の心を豊かにし、活

力ある社会や個性ある豊かなまちづくりの実

現など、社会全体に大きな広がりを持つもの

であります。 

 このようなことから、平成 18 年度におきま

しても、引き続き市民の自主的な文化活動を

支援するとともに、アルテピアッツァ美唄に

つきましては、今後、学習施設としての機能

も合わせた中で、さらに幅広い活用をしてま

いりたいと考えております。 

 公民館が行っている文化講座につきまして

は、今年度は「英会話」の４講座を行いまし

たが、今後も利用者のニーズを踏まえた講座

の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、社会体育についてでありますが、市

民の皆さんが健康で明るく、活力ある生活を

営むことができるよう、いつでも、どこでも

スポーツに親しむことのできる生涯スポーツ

社会の構築に向け努力していくことは大変重

要であります。 

 このため、ＮＰＯ法人美唄市体育協会や、

体育指導委員会を中心に、各関係機関や各ス

ポーツ団体等と連携を図り、各種スポーツ大

会や教室などを開催してまいります。 

 また、民間指導者等の育成や確保などにも

努め、誰もが気軽に参加できるウオーキング

等、軽スポーツの普及と、それぞれの体力や

年齢に応じた体力づくりに取り組んでまいり

たいと考えております。 

 また、18年度におきましては、市営野球場

の屋外トイレを改修し、陸上競技場やサン・

スポーツランドの環境整備とあわせ、交流拠

点施設等との連携を図ってまいりたいと考え

ているところであります。 

 さらに、総合体育館を含め各体育施設にお

きましては、安全で安心して自由に快適に利

用できるよう、適切な施設の維持管理に努め、

施設の効率的な運営と利用促進が図れるよう

取り組み、誰もがスポーツやレクリエーショ

ン活動など気軽に親しむことのできる生涯ス

ポーツ社会の実現に向け努力してまいりたい、

このように考えているところでございます。 

●議長長岡正勝君 11 番古関充康議員。 

●11番古関充康議員 ただいま市長並びに教

育長から、それぞれ細部にわたって、市民に

もわかりやすくご答弁をいただいたというこ

とでございます。 

 そこで、何点かについて、また質問させて

いただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたように、当市の経

済は、国の構造改革によって地方税あるいは

交付税、市税など、財政基盤極めて厳しいと。 

 また、全国的にも緩やかで、あるいは回復
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基調にあると、しかし、先の見えない状況で

あります。 

 こんな厳しい環境でありますが、自立に向

けた「生き活き美唄」の実現へ取り組みがな

されており、地域の資源を生かした地域づく

り、少子高齢化が進む中、地域課題の解決に

向け、地域と力を出し合いともに挑戦してい

くと、こう述べられております。 

 そこで、私は、昨年の４定で申し上げまし

たように、道では最近、新聞あたりでも、市

町村合併論議がまたどんどんと出てきている

と、そんなような記事が最近多く出てきてい

るわけでございます。 

 新聞報道では、分析結果として、「空知は南

と北に大きく区分される。４月ごろまでには

取り組みの組み合わせ、意向を市町村に調査

する」と、このようにされております。 

 人口や行政区域、産業経済圏などを基にし

た、クラスター分析で行ったものでありまし

て、これを見ますと、南は２つのクラスター

になっております。 

 １つは、岩見沢、三笠、月形、美唄、２つ

は、由仁、栗山、南幌、長沼、夕張などとな

っております。 

 現段階では、自治体合併論の具体策は示さ

れておりませんが、自立を宣言した当初は、

このように連日のこういう合併論に対してど

のような考えでおるのか、お伺いするもので

あります。 

 さらには、うわさでは、月形町は美唄との

広域連携を模索していると、このような話も

ございます。 

 また、三笠市との連携についてもどのよう

な話になっているのか、いずれにいたしまし

ても、道は市町村の結び付き、これを発表し、

将来の自治体人口３万から５万、10 万と、こ

れらを目安にするなど、再編や将来像が示さ

れております。 

 道議会でも、自立より合併論が先行されて

いるようであります。 

 当市の状況、今後のまちづくりの観点も視

野に入れた広域連携に対する考え方について、

お伺いするものであります。 

 ２つは、防災マニュアルについて、お伺い

するものであります。 

 危機管理の国民保護法については、また後

日の常任会でお伺いするものでありまして、

今回は防災、当市の防災計画について、お伺

いいたします。 

 当市には、洪水の防災計画があるように聞

いております。しかし、地震等の発生時の防

災計画はどのようになっているのか。 

震度７クラスであれば、建物の倒壊やライ

フラインの崩壊など、大きな被害が想定され

ます。 

 そこで現在、避難場所や位置付けなど、市

民がわかるような状態になっているのかどう

か、また、水道など管の被害による断水、飲

み水の確保、水洗トイレの使用、暖房設備、

毛布、薬の調達、食料など、これらのマニュ

アルはどのようになっておるのでしょうか。 

 災害は、忘れた頃にやってくるとよく言わ

れております。これらの対策について、どの

ような考えがあるのか、また、子どもや老人、

生活弱者も含めた総合マニュアル、これらに

ついて、市民がしっかりとわかるような計画

が必要でないかと思われますが、これらにつ

いてお伺いするものであります。 
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 次に、教育執行方針について、お伺いいた

します。 

 これからの子どもたちは、心豊かで健やか

で育ち、時代の担い手として能力を身につけ、

家庭、地域、学校が一体となって自己の存在、

他人とのかかわり、社会規範、生きる手ごた

えを学ぶことが重要であります。 

 このため、基礎知識に加え、学ぶ意欲や自

分で課題を見つけ自ら学び、主体的に判断し

行動し、問題解決を見つけられるようにする

と、また、各体験を生かし、心に響く教育を

するとこのようになっております。 

 しかし、言葉では簡単であります。いまの

子どもたちに問題を解決する、あるいは小中

学校で人格の完成ができるとこう言っており

ますが、大人でもできないことがいまの学校

教育に、果たしてできるんでしょうか。私は、

これは疑問に思います。 

 学校教育の中で一番大切なのはこの点なん

です。自ら本当に学べるのか、自ら問題が解

決できるのか。 

 これは、教え方、あるいはそれらによって

違ってくるかもしれませんが、先ほど言った

ように、小中学校で、あるいは中学校で人格

が本当に形成されるんでしょうか。 

 これらの本質的な考え方を、いま一度お伺

いするものであります。 

 次に、報道によりますと、道内の工業高校

に、団塊の世代交代で定年退職者が多く出て

いることを間近に控えて、技術の資格を持つ

工業高校の高校生の就職が好調のようである

と、これも似た質問が、昨日も同僚議員から

出されております。 

 ２月の半ばで、多くの生徒が、就職内定が

９割を超えていると、特に道外の大手企業か

らは求人がふえていると。 

12 月で見ると、全国内定率は 78％、北海道

は約 60％で、学科別で、私立を除き 78.7％、

前年より６％も多いとこのように出ておりま

す。 

 また、工業高校の中では、求人倍率が５倍

以上の学校もあると、このように報道されて

おります。 

 また、琴似工業高校の就職希望者 141 人に

対し、求人率が 778 社、札幌工業高校 122 名

に対し 620 社、小樽工業高校 99 名に対し 521

社など、道外大手企業の半数以上と、多いよ

うであります。 

 当市の工業高校の求人状況、あるいは道

内・道外、就職条件、就職率など、これらに

ついてお伺いするものであります。 

 また、就職希望者は地元志向が大変強いと

言われております。今後、先を見越した美唄

高校の学科別入学生徒の増を図ることや、入

学条件の規制緩和、あるいはこれらも必要で

あると思いますが、どうでしょうか。これら

についてもお伺いするものであります。 

 また、小樽商大、専修大などの若者の就業

の教育支援を行うと聞いておりますが、当市

の工業高校とのかかわりや教育委員会として

の考え方について、お伺いするものでありま

す。 

●議長長岡正勝君 市長。 

●市長桜井道夫君 古関議員の質問にお答え

します。 

 初めに、市政の執行についてでありますが、

道では、市町村の合併の特例に関する法律、

いわゆる合併新法に基づきまして、合併推進
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構想の策定を進めており、先般、市町村合併

の組み合わせのたたき台として、市町村の結

び付きの分析結果を公表したところでありま

す。 

 構想は、合併新法の適応期限である平成 22

年３月末までの実現をめざすもので、人口規

模は、住民が適切なサービスの提供を受ける

ために望まれる規模として３万人以上とする

ことや、広域連合の有効性を明記するなどの

考えが示されており、今後は、市町村の意見

聴取を行った後、新たな組み合わせを公表す

ることとしております。 

 このような中にありまして、本市では、地

域資源を生かした取り組み、子育て支援、と

もに支え合う地域づくりの輪の広がりなど、

少しずつではありますが、市民の皆さんによ

るさまざまな活性化の芽が生まれつつあると

感じております。 

 このため、今後は、市民の皆さんと情報を

共有し信頼関係を深めながら、市民のみなさ

んが主体的に活動できるような仕組みづくり

に取り組むほか、事務の効率化を図るため、

引き続き近隣市町村との広域連携について検

討してまいります。 

 いずれにいたしましても、本市は、時代の

大きな転換期の中で、自立に向けた第一歩を

踏み出したところであり、私は、時代の変化

や改革の試練を乗り越え、市民の皆さんとと

もに心を１つにして、明るい、希望が持てる

自立した地域づくりをめざし、全力を尽くし

てまいる所存であります。 

 次に、地域防災計画についてでありますが、

地震災害につきましては、防災計画上、特殊

災害対策計画の中で地震災害対策として位置

付けているところであります。 

 飲料水、食料などの確保は、市内農協や生

協と、「災害時における食糧等の供給に関する

協定」に基づき、また、薬等の医薬品につき

ましても、美唄市薬剤師会との「災害時にお

ける応急医薬品の優先供給に関する協定」に

基づき、それぞれ流通、備蓄や在庫の確保に

努めていることとしております。 

 これまで、災害時の備えや、避難場所等の

災害時における対応等につきましては、広報

紙により周知しているほか、町内会等への出

前講座などを通じてご説明しているところで

ございます。 

 なお、暖房設備、トイレ、子どもやお年寄

り生活弱者の方々の対応などについては、今

後の計画の見直しの中で検討し、市民の皆様

にお知らせしてまいりたいと考えております。 

●議長長岡正勝君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 古関議員のご質問にお

答えを申し上げます。 

 まず、学校教育の目的についてであります

が、教育目的は、教育基本法や学校教育法に

基づき、学習指導要領で具体的な目標を示し

ているところであります。 

 各学校では、各段階ごとに、児童生徒の心

身の発達に応じて目標を定め、教育活動を展

開しており、「人格の完成」はこれらの営みを

通して生涯にわたって築き上げられるものと

考えているところでございます。 

 次に、「自ら学び主体的に判断する力等」の

育成についてでありますが、今年で４年目を

迎えた学習指導要領は、多くの知識を教え込

むことになりがちであった教育の基調を転換

し、児童生徒に自ら学び、自ら考える力を育
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成することを重視した教育を行うことが必要

であるという趣旨で改定されたものでござい

ます。 

 各学校ではこれを受け、各教科及び「総合

的な学習の時間」において、観察・実験をは

じめ、ものづくりなどの体験的な学習や問題

解決的な学習の充実を図り、それらの活動を

通して自分の考えを持ち、理論的に考えたり

表現したりする力の育成に努めているところ

でございます。 

 次に、美唄工業高校についてでありますが、

今年度の就職状況につきましては、卒業予定

者 68 名のうち、就職希望者 39 名に対し、求

人状況は、道内・道外含めますと 386 件と、

10倍近い数値となっておりました。就職率は

77％ぐらいとお聞きしております。 

 就職希望者の傾向は、道内を中心とした地

元志向が強い現状となっております。 

 生徒の確保につきましては、現在、工業高

校では市内、管内の各中学校を中心に学校説

明会、体験入学及び出前授業などを行ってお

り、教育委員会といたしましては、生徒確保

のために、今後とも高校と市内中学校や地域

の連携を図り支援してまいりたいと考えてお

ります。 

 それと、ただいま小樽商大との教育交流等

についてお尋ねがありましたけれども、以前、

２、３年前でしたけれども、美唄高校の先生

の方から、美唄高校も小樽商大への推薦枠は

持っておりますということで、私どもの方か

らもやはり国立大学へどんどん推薦できます

よと、この辺のことを少し、市の方でもＰＲ

してくれということを言われていましたので、

いま、ことしの事について確認しておりませ

んけれども、たしか２、３年前にはそういう

こと言っておりましたので、そういったこと

から言いますと、小樽商大との教育交流とい

うことも十分可能であると、私どもそういう

押さえをしております。 

●議長長岡正勝君 11 番古関充康議員。 

●11 番古関充康議員 今、教育長が申された

ように、やはり地元の工業高校が、また、生

徒の就職率がどんどん上がっていくと、また

まちの１つの活性化にもつながると、このよ

うにいいことだということで、どんどん推薦

していただきたいなとこのように思っている

わけでございます。 

 そこで、先ほどの学びの中から主体的に判

断する力を育成する、この教育については、

先ほどの答弁の中で、学習指導要領の基調転

換と、自ら学ぶ教育に改訂されたとこのよう

なことでございます。 

 いま、こういうことを聞きましたので、今

後の、私は参考にしたいと思います。 

 しかし、これらのことはこれでいいんであ

りますが、私いま、むしろ上の学校、例えば

中学校、あるいは高校、これらのことについ

てちょっと聞いてみたいと思います。 

 これは日ごろの挨拶や礼儀作法から始まり、

ゆとりの教育あるいは心の教育、心の鍛錬で、

昔で言うと修身、今で言えば道徳教育に近い

勉強しなければ、なかなかこういうものが学

びの教育なんていうのは出てこないんではな

いかと。 

いま、学校でこのような教程があるのでし

ょうか、私もはっきりわかりませんので、こ

のような教程があるとすれば、ひとつ大いに

取り組んでいかなければならないと。 
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 いま、子どもたちに社会のモラル、秩序の

構築がされているんでしょうか。みんなとは

言いませんが。 

ある報道見ますと大変な記事が出ておりま

す。家族と会話がなかったり、学校をやめた

いと思った生徒は、性の経験、万引き、刃物

で手首を傷つける自傷行為をする割合が、そ

うでない生徒の２倍以上に達したと。 

 全国のＰＴＡ連合会、公立高校 55 校、２年

生ですね、6,000人を調査した結果であると。 

 問題視されるこれらの行為は、子どもたち

がいまの世の中に対する叫びであると、共通

する原因は、人間関係の希薄さにあると、社

会意識として、人と人とがかかわり合う必要

が大事なことでないかとこのように言われて

おります。 

 家庭、学校、地域、大人が、本気でこれら

の問題に取り組まなければ現状は変わること

がないよと、このように言われているんです。 

 ちなみに、中身を見ますと、高校２年生平

均15歳、6,000 人の生徒の中のアンケートで、

男子生徒の状況は、性の経験のある人 18％、 

1,100 人。万引き 17％、1,020 人。自傷行為、

自分で手首を切ったりなんかする、５％、300

人。家族とまったく会話をしなくなった７％、 

420 人。また会話をする人は 56％、3,400 人。 

 これを比較すると、性の経験 1.9 倍、万引

き 2.7 倍、自傷行為 22％あります。 

 これを女生徒でまた見ますと、性経験23％、

1,380 人。これ先ほど言った 6,000 人中です

よ。万引き 12％、720 人。自傷行為 10％、600

人。家族とまったく話をしない４％、240 人。

話をする 77％、4,200 人。やっぱり女性の方

は話をする人が多い。 

 比較すると、性の経験が 2.7 倍、1,620 人。

万引き 3.6 倍、自傷行為 3.1 倍となり、性経

験も自傷行為も男子を上回る結果が報告され

ているわけです。 

 特に、学校をやめたい。親が自分をわかろ

うとしてくれない、泣きたいほどつらいこと

があると。また、携帯電話のメール交換、こ

れも回数が多い子どもほどこの率が高くなっ

ていると。 

 国もこうした頭の痛い問題に対し、道徳教

育の見直し、強化を図るとしております。 

 美唄と余り比較したくないんですが、美唄

の実態、教育委員会としての考え方、教育長

の主観、自ら学び主体的に判断する教育、こ

れらとあわせてどのような感想を持っておら

れるのか。 

 大変な質問でありますんで、もし答えられ

なかったら後でも結構です。まず、どんな感

想を持っているか、答えられるなら答えてく

ださい。 

 あと１点、伺っておきます。 

 平成 18 年度の教育執行方針についてであ

ります。 

 私も、第１定での執行方針、これ今回もそ

うですが、４定の執行方針の経過や評価につ

いて、何回も質問してきております。 

 この執行方針の中を見たり、自分なりに勉

強もしていますが、特に気になることはです

よ、17 年度の方針や 18 年度の基本方針の中

身が、文面や文章が、一字一句は多少違いが

あるけれど、まったく同じ意味のものが随所

にあるわけです。 

 これは、昨年の教育方針と変わりがないか

らそのようにしたと、また、教え方にも変化
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がないからこういう判断でそうした方針なの

か、ちょっと私もこの辺の理解に苦しんでい

るんです。 

 特にですね、教育長は、冒頭の執行方針演

説で、「今日は、科学技術の進歩や世の中のグ

ローバル化が進み価値観も多様化し、取り巻

く環境は大きく変化してきている、このよう

な時代の変化に対するために、教育制度も抜

本的な見直し」、ここなんですよ、「抜本的な

見直しをしなければならない」と、このよう

に方針を説明したわけです。 

 社会環境、毎日、毎年変化しております。

教育環境や方針になぜ変化ないんでしょうか、

先ほど言ったように、抜本的な見直しを提唱

しているわけですよ。 

 これは、過日の定例会ですね、同僚議員も

聞いている方もいると思います、教育委員会

のあり方について、情報開示も必要でないか

と、これを求めたところ、録音テープが壊れ

ていて議事録がないと、このような答弁を聞

いたわけですよ。 

 私、こんなことをですよ、美唄の教育委員

会が、基本方針や教育の進展図られるんでし

ょうか、大変疑問に思います。 

 これらの基本方針のあり方について、やは

り市民にも説明責任がありますので、答弁を

お願いしたいと思います。 

●議長長岡正勝君 教育長。 

●教育長村上忠雄君 初めに、道徳教育のこ

とについてご質問いただきました。 

 これは、現在、各学校において道徳の時間

ということを設けまして、その中で、かつて

の修身ということでありましたけれども、こ

ういったことについて指導を行っているとこ

ろでございます。 

 それと、日本の文化ですけれども、こうい

ったものにつきましては、音楽等その教科の

中で、かつて日本がやっていたものを取り入

れて、その中で、昔から伝わる礼儀等につい

ても一部指導していると。 

それと、いま一般、これは文化庁の、国の

事業の中でございますけれども、文化伝統教

室がございまして、これは踊りであるとかお

琴であるとか、いろいろあるんですけれども、

そういったものの中で、市内の子どもたちを

自主的に集めていただいてやっている事業も

ございます。 

 これらにつきましては、日本の武道等の教

室と同じで、礼に始まって最後の礼に終わる

という、そういったことをしっかり教えてい

ただいている部分でもございます。 

 ただ、先ほど 6,000 人のアンケートですか、

この中でおっしゃられておりましたような、

たしかにそういった性の乱れ、万引き等のこ

とについては、これは、数としては相当数に

上っているわけでございまして、数はふえて

いないというぐあいに一部言われております

けれども、子どもが減少化するという中から

いきますと、当然これは減少していかなけれ

ばならないものであると、そういったことか

ら見ると、犯罪意識の希薄ということもある

のかなと、もっと本当は数字としては減らな

ければならないのかなとそんなふうに考えて

おりますけれども、数字としては余り減って

いない状況にある、このように私どもは認識

しているところでございます。 

 それと、この性については、私は、子ども

たち同士ですることもあるんでしょうけれど
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も、やはり大人が子どもを商品として、余り

にも、毎日の新聞等に出ているわけですけれ

ども、やはりこの辺は大人がもっとしっかり

しなきゃならない部分もあるのかなとそんな

ふうに考えております。 

 これは、高校生、中学生だけではなくて、

小学生に対しても、やはり子どもをマーケッ

トとして見るということは、昨年来、経団連

の奥田会長も言っておられましたけれども、

いま、余りにも世の中、金のために何でも行

いすぎると、世の中全部で倫理心がなくなっ

ているんでないかとこういうことも言われて

おりますけれども、もちろん、子どもたちの

すぐ近くにいる社会としての教員もしっかり

しなきゃなりませんけれども、やはり、これ

地域でみんなを育てる、育ち合うということ

を見ますと、やはり一人ひとりがそういった

ことを心がけていかなければならないのかな

と、特に学校の現場ではもう、こういったこ

とをしっかり指導しなきゃならん、当然でご

ざいますけれども、そんなふうに私ども考え

ておりまして、それとまた、学校の中でこう

いった性教育だとか、麻薬の関係であるとか、

教育する場合、社会人教員が結構入っており

ます。 

 これは、平常の先生方から話を聞くよりも、

やはり、第三者の話を聞くということが非常

に、子どもにとりましても新鮮味があってイ

ンパクトが大きいということで、私も何回か

聞いたことがありますけれども、大変子ども

たちは真剣に聞いているようなことございま

して、これからそういったことも大いに取り

入れていかなければならないのかなとそんな

ふうに考えております。 

 それと、教育行政執行方針の中、去年と同

じものがかなり目立ったということでござい

ますけれども、まず最初に、教育制度におい

ての抜本的な見直しということでございます。 

 これは、戦後教育 60 年たってまいりました

けれども、この中で、教育基本方針等昨年の

末に出されましたけれども、これがいま 30 年

ぶりに見直しをされようとしていると、心ゆ

とりの教育からまた学力重視ということも、

そういった見直しをされようとしている、そ

のようなことも含めて、私ども抜本的な改革

がなされようとしているということで表現し

てあるわけでございますけれども、やはりそ

ういった子どもの少子化、いろんな社会、共

稼ぎとかいろいろな状況変化に伴って、子ど

もを取り巻く環境が変わってきておりますけ

れども、やっぱりいろんなもの含めて、特に

そういった中教審の考え方、出された考え方

等も含めて、私ども抜本的な考え方を見直し

しなきゃならないなとそのように思っており

ます。 

 それと、同じ用語が出てくることにつきま

しては、教育の言葉の中でよく「不易と流行」

ということが言われます。 

 「不易」は変えてはならないもの、そして、

「流行」というのは変えなければならないも

のですね、これをやはり絶えず対比してみて

いかなければならないということでございま

す。 

 変わらない言葉というものは、やはりここ

５年なり 10 年なりのスパンで、こういう大き

な社会の流れの中で、これは続けていかなけ

ればならないということは当然、言葉変える

ことよりも同じ言葉で載せた方がいいと、そ
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ういったことで載せているものでございます

けれども、「流行」に属するもので変えなけれ

ばいけないものについては、私ども積極的に

変えている。 

 今回も、この構成につきましても、私ども、

特に学校の関係では、内容につきましては、

大いに中で議論して、構成して、委員会の内

部でも議論をいただいて構成していったとこ

ろでございます。 

――――――――――――――― 

●議長長岡正勝君 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

本日は、これをもって延会いたします。 

――――――――――――――― 

午後３時３７分 散会 

 


